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東日本電信電話㈱及び西日本電信電話㈱の指定電気通信設備に関する 
接続約款の変更案に対する意見及びその考え方（平成１３年５月１８日意見募集） 

 
Ⅰ 光信号端末回線伝送機能、光信号中継伝送機能、屋内配線の接続料等 

意見等 再意見等 考え方 
   
 意見１ 光ファイバ設備の接続料の算定根拠には依然として不明

確な点が多々見受けられる。 
  再意見１ （説明）  考え方１ 

 
   
○ 変更案での光ファイバ設備の接続料算定には、依然として算定根拠に不
明確な点が多々見受けられ、NTT 地域会社の非効率が接続事業者へ転嫁さ
れる可能性を拭い去ることはできないと考えます。つまり、① 暫定的接
続料と申請案接続料の大幅な料金値差、各算定方法の違い、その違いを生
み出した原因等が明確になされていないこと。 

  （後略） 
 （ＭＣＩワールドコム） 
 
○ (3)-ｳ(ｲ) 端末回線伝送機能と今回の算定された(6)端末回線伝送機能
では設備構成がほとんど変わらないと想定されるにもかかわらず、料金が
下記の通り大幅に異なるのはなぜかＮＴＴ東西にご説明いただけるよう
要望いたします。ＮＴＴ東西は前回までメタル；光＝１；10.02 という換
算係数を使用してメタル回線と光回線の原価償却額を算定していました
が、今回はこの係数を用いていないと思われます。そのように算定方法が算定方法が算定方法が算定方法が
これまでと違うのであれば、今回の算定方法について情報開示を行うととこれまでと違うのであれば、今回の算定方法について情報開示を行うととこれまでと違うのであれば、今回の算定方法について情報開示を行うととこれまでと違うのであれば、今回の算定方法について情報開示を行うとと
もに、他の端末回線伝送機能の料金についても、今回の算定と整合性を保もに、他の端末回線伝送機能の料金についても、今回の算定と整合性を保もに、他の端末回線伝送機能の料金についても、今回の算定と整合性を保もに、他の端末回線伝送機能の料金についても、今回の算定と整合性を保
つように早期に改定をすべきだと考えますつように早期に改定をすべきだと考えますつように早期に改定をすべきだと考えますつように早期に改定をすべきだと考えます。 

  
 (3)-ｳ(ｲ)端末回線伝送機

能 
（H11 年度実績） 

(6)端末回線伝送機能 
（H11 年度実績） 

月額料金 6,799 円／芯  30,152 円／芯 
 
（イー・アクセス） 

 

○ 従来の加入者光ファイバ料金については、加入者回線の
光・メタル別のコスト把握がされていなかったことから、
平成１１年度の光・メタルが混在した加入者回線コストを
ベースに、光１芯ｍ・メタル１対ｍのコスト比等をもとに
算定しておりました。今回の加入者光ファイバの料金算定
にあたっては、昨年１２月のＤＳＬ接続料金に関する電気
通信審議会答申において、光とメタルの費用分計について
の検討要請を受け、弊社において費用分計について検討し
てきたところであり、費用分計に必要なデータの把握もで
きたことから、今回より明確に分計された光設備のコスト
をもとに料金の算定を行う方法に見直しました。 
 従来の中継ダークファイバ料金である１００円／芯・ｍ
ついては、料金算定時において当該コストが不明であった
こと、またダークファイバは競争的に他社も提供している
ことから、暫定的に市場価格をもとに決定したものであり
ます。 
 今回申請した料金については、平成１１年度の接続会計
結果をベースに中継光ファイバの原価を新たに把握し、こ
れをもとにコストベースの料金として設定しております。

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 現行の接続料はルール
制定前に暫定的に設定さ
れたものであり、コスト
ベースでの審査も行われ
ていないが、今般コスト
ベースで接続料が算定さ
れたもの。 
 今回の申請料金が認可
されたときには暫定料金
の適用開始時期に遡及し
て適用するとのことであ
るから、そのとおり措置
されるべきである。 

   

4.4倍 



 

 

 意見２ 光信号中継伝送機能について将来需要を織り込んで算定
すべき。 

  再意見２－１（意見７同旨） 
 

 考え方２ 

   
○ さらに中継伝送機能は単年度実績としているが、端末回線伝送機能同様
７年間程度の中期見通しにより、算出されることを要望する。 

 （大阪めたりっく通信） 
 
○ 今回の申請案では、ＮＴＴ東西は端末回線には将来需要をのせて算定し
ていますが中継回線には将来需要をのせていません。端末回線が増加すれ
ば連動して中継回線の増強が必須であることは自明です。中継回線につい 

○ 現在は単年度実績で算定されておりますが、一般的には
端末回線の需要が増加すればそれに応じて中継部分の需
要が増加するものと考えます。よって、端末回線の需要予
測を考慮し、光信号中継伝送機能も将来原価を用いて算定
する必要があると考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

 中継回線の光ファイバ
化は基本的に終了してお
り、現時点で実績原価に
拠る原則から離れて将来
原価により算定しなけれ
ばならないとまでは言え
ないものと思われる。 

ても同様に将来需要を織り込んで算定すべきと考えます。 
 （イー・アクセス） 

 再意見２－２ 光信号中継伝送機能については需要の
伸びが大きいとは言えないこと等から実績原
価方式で算定。 

  

  
○ 接続料規則においては、接続料の算定は新規かつ需要の
増加が顕著なサービスの場合にのみ将来原価方式の採用
が可能とされており、今回の中継ダークファイバについて
は、設備を共有している電話等も含めた全体で捉えると需
要の伸びが顕著に大きいとは言えないこと、また、光化が
十分に進展していること及び使用効率も高いことから、一
般のヒストリカル接続料と同様に原則どおり実績原価方
式で算定しました。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
 意見３ メタリックとは異なり、重畳利用のない光ファイバ設備では顧

客管理コストは減額すべき。 
  再意見３ 回線データベース管理コストは重畳利用か

否かには関係なく必要となる。 
 考え方３ 

   
○ また顧客管理・料金回収費用として計上しているものの内 顧客管理に
ついては根拠となるメタリック回線のように重複・重畳利用もなく、さら
に絶対数も少数であることから、設備運営の中で管理されるものである。
したがってこれにかかる１３８円は減額すべきものと考える 

 （大阪めたりっく通信） 
 

○ 回線データベース管理コストは、重畳利用か否かや契約
数の絶対数に関係なく必要となるものであると考えてお
ります。 
 今回の光ファイバ設備の回線管理運営費の設定に際し
ては、光ファイバ設備の回線管理にかかる実績のコストが
現時点で会計実績として把握されていないため、機能の提
供にあたって類似の業務を行っている帯域分割端末回線
伝送機能の料金を準用することとしており、料金水準は適

 回線データベース管理
コストは、電話にかかる
加入者回線のコストから
準用されており、重畳利
用の有無等には関わりな
い。 
 



 

 

切であると考えております。 
 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見４ 専用線から光ファイバ設備への移行にあたっては回線違

約金の支払いの免除を要望。 
  再意見４ 専用線からダークファイバの移行に際

しては、契約約款に則り、回線違約金の
支払いは必要 

 考え方４ 

   
○ 本サービスの利用に関しては、接続事業者として利用するサービスが他
に存在せず、高速サービスとしての専用線を利用してきたところであり、
従って現在は契約約款にいう拘束期間にあたる回線も多数存在すること
から、サービス開始に当たってはこの拘束期間の適用を除外し、回線違約
金の免除を要望する。 

 （大阪めたりっく通信） 
 

○ 専用線については、回線違約金の支払いを前提に、申し
込み承諾を行っていることから、専用線からダークファイ
バの移行に際しては、契約約款に則り、回線違約金の支払
いは必要となります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 契約約款の規定に従う
ことはやむを得ない。 
 

   
 意見５ 「ＮＴＴグループ３ヶ年経営計画」に沿った予測値を用い

るべき。 
  再意見５ 「ＮＴＴグループ３ヶ年経営計画」の

具体的施策は調整中であるため費用予測
に織り込んでいないが、一定の効率化は
織り込んでいる。 

 考え方５ 

   
○ 総じて将来予測による原価算出としているが 
１ 今後の機器の高性能化等による機器コスト削減や工法の開発・改善に
よる工事費削減がどの程度見込まれているか不分明であり 過去の実
績からの推定によるコスト算出であるように見受けられる。 

２ 本申請には平成１２年６月に公表された｢NTT 東西の中期収支見通し
について｣により依拠しているところであるが、NTT 東西の経営改善策と
して示された｢NTT グループ３カ年経営計画｣に沿った最も新しい見解に
よる総人件費・需要予測値を利用すべきものと考える。 

  以上の見直しにより３０％程度の低価格化が図れるものと考える。 
 （大阪めたりっく通信） 
 
○ 費用予測については、平成 12・13 年度事業計画及び「ＮＴＴ東日本・
西日本の中期収支見通しについて」を基礎としているとのことですが、最
近の報道によれば東西ＮＴＴは人員の大幅削減や人件費圧縮などを盛り
込んだ経営合理化案を策定中とのことですので、この経営合理化案が策定

○ 今回の接続料算定における費用予測の際には、「ＮＴＴ
グループ３ケ年経営計画」については、現在具体的な施策
内容等についての調整を行っている最中であるため織り
込んでおりませんが、今後の物品調達コストの低減、直近
の単価にもとづく効率的設備投資、一般物件費の伸びの抑
制など、一定の効率化を織り込んだ算定を行っておりま
す。 
 本来、将来原価方式は、算定期間を通算してコストを回
収する方式であり、算定期間中は料金を見直さないことが
基本と考えますが、今後の需要やコストが今回の算定の前
提と大きく乖離した場合には料金見直しの検討も必要と
考えます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 『ＮＴＴグループ３カ
年経営計画』等における
更なる経営効率化、需要
の拡大、技術革新等によ
る費用削減、効率的な投
資等の観点から、算定期
間中においても、必要に
応じて適時算定の見直し
がなされていく必要があ
る。具体的には、第１回
目の見直しを来年度を目
途に行うことが適当であ
る。 
 



 

 

された時点で今回の接続料は見直されるべきと考えます。貴審議会におか
れましては、この旨答申していただきたくお願いいたします。 

 （Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 
○ 申請案においては、７年間の将来原価に基づき算定されております。接
続料を低廉な水準とするための現時点でのやむを得ない措置と考えます
が、予測期間が相当長期にわたるため、今回の予測と、今後の需要・コス
トの変動に差異が発生することが想定されます。したがって、申請された
料金は、原価算定期間である７年間据え置くのではなく、定期的に料金の
見直しを行うべきと考えます。 

 （ＪＴ） 
 
   
 意見６ 加算額は２芯が１回線であることが多い専用線の施設設

置負担金見合いであるのにも関わらず、一律１芯あたり９４
２円とするのは不合理。 

  再意見６－１ 加入者光ファイバについては１芯
１契約としている。 

 考え方６ 

   
○（１）施設設置負担金相当の加算額について 

 本機能は容量という単位ではなく、光ファイバ芯線を利用するため、
容量が決まっている回線ではなく設備を借りる形態になると理解して
おりますが、算定にあたっては１９２ｋｂ／ｓ以上の施設設置負担金相
当額が加算料として設定されております。しかしながらエンドユーザに
回線として提供する場合には、１芯で１回線とする場合もある事は想定
されますが、高速ディジタル専用線等の既存サービスから想定すると２
芯を１回線とするケースが多いと考えられます。こういった点を考慮し
て、１回線＝２芯とし、加算額については９４２円／月を２で除して４ 

○ 施設設置負担金相当額はユーザ契約約款に定める施設
設置負担金をもとに算定しておりますが、現在のユーザ契
約約款では光加入者線にかかる施設設置負担金について
は芯線数に関係なく１契約あたり一律の料金としており、
加入者光ファイバについては１芯単位での契約となるこ
とから、１芯（＝１契約）あたり月額９４２円の施設設置
負担金相当額を含めて料金設定しております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 施設設置負担金見合い
の加算額の算定におい
て、２芯の専用線の施設
設置負担金により算定を
行っているのにも関わら
ず光ファイバ設備１芯ご
とに適用していたとこ
ろ、左記意見を踏まえ、
１芯当たりの格差を是正 

７１円／月を１芯あたりの料金とするのが適当と考えます。 
なお、料金設定に使用した回線数によると１芯式と２芯式の内訳は以 

再意見６－２ 顧客管理等費用（１５７円）について
も一律１芯あたり料金とすることは問題。 

する申請内容の補正が行
われた。 

下のようになっております。 
１芯式：１４，４４２回線、２芯式：１１７，６１４回線 

 （ＫＤＤＩ） 
 
 
 
 
 

 
○ 賛成いたします。 
 このような問題は、算定根拠に回線数や芯線数を混合し
て使用していることから生じており、同様の問題が、「顧 
客管理・料金計算費用」にもあてはまると考えます。帯域
分割端末回線伝送機能は１５７円／回線・月ですが、ＮＴ
Ｔ東西の「Ｂフレッツ」のように光ファイバを１芯単位で
使用する回線もあれば、専用線と同様に光ファイバを２芯

 顧客管理等費用につい
ては、契約者に着目して
回収しようとするもので
あり、本来芯数とは直接
関わりがない。 
 



 

 

 
 
 
○ 申請案における施設設置負担金加算額の算定 

区分 コスト等 
①施設設置負担金の額（円／回線） １０２，０００ 
②平均償却年数（年） １１ 
③年間減価償却費（円）（①÷②） ９，２７３ 
④他人資本費用＋自己資本費用＋利益
対応税（百万円） 

２，０３０ 

⑤負担金見合い額（円／芯・月）{（③
＋④）÷１２ヶ月} 

９４２ 

上記算定においては、算定の基となる負担金額は回線単位であるにも関
わらず、負担金見合い額は芯単位となっております。負担金は、２芯であ
っても同一金額であり、一律芯あたり９４２円を加算することは不合理で
あると考えます（算定資料でも光回線の約９割が２芯式となっている）。 
したがって、接続料算定においても、回線単位での加算（具体的には、
２芯式相当の利用であれば、加算料は９４２円とする）もしくは、１芯あ
たり４７１円の加算とすべきと考えます。 

 （ＪＴ） 
 

単位で使用する回線もあります。ＮＴＴ東西が回線の管理
を一律芯線単位で行うという理由で接続料も回線（＝１
芯）単位ですることには大変問題があるため、専用線と同
様に２芯単位の管理を要望する接続事業者に対しては２
芯単位の管理を行うなど、柔軟な対応及び適正な原価算定
を強く要望いたします。 
（イー・アクセス） 

 

   
 意見７ 光信号中継伝送機能の接続料の算定からは過剰設備相当

額を控除すべき。 
  再意見７－１（意見７同旨）  考え方７ 

   
○ 本光信号中継伝送機能機能にかかわる設備については事業者からの要
望に基づいて建設されたものではないため、ＮＴＴ東西独自の判断で設備
量を決定しております。そのため設備が過剰である可能性があり、そうで
あった場合は原価が高くなります。接続事業者がそういったコストまで負
担するのは不合理と考えられるため、ＮＴＴ東西の需要等、設備量を決定
するための必要なデータを開示し、過剰設備分相当額を原価から減ずる
か、総芯線数で按分する等の方法で過剰設備による影響を排除する必要が 

○ Ｈ１１年度実績の稼動芯線数は約２５万芯とされてお
りますが、実際の稼動芯線数が不明ですので総敷設芯線数
の開示を要望します。また、稼動芯線数と総敷設回線数に
大幅な乖離があると考えられる場合には過剰設備分を控
除して料金を算定する必要があると考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

 光信号中継伝送機能に
係る接続料は実際費用方
式により、平成１１年度
に現に設置されていた設
備のコストにつき算定さ
れている。 
 

あると考えます。 
 また、料金の設定に用いられている「現用中継芯線長実績」の定義を明 

 再意見７－２ 中継区間において過剰設備は存在しな
い。 

  

確にして頂きたいと考えます。 
 （ＫＤＤＩ） 

 
○ 中継区間の設備建設においては、弊社の需要および他事

 



 

 

 業者様からの線路事前調査に基づく設備留保も含めて、故
障時の応急復旧用、予備芯線とともに効率的に建設してお
り、いわゆる過剰設備は存在しないものと考えておりま
す。 
 料金算定上の「現用中継芯線長」は、全ての中継芯線長
から「空き」「故障予備」「保守用」等を除いた、実際のサ
ービスの用に供する中継光ファイバの芯線長を指します。

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見８ 光信号端末回線伝送機能に係る接続料の算定期間が７年

間であることの根拠如何。 
  再意見８ （説明）  考え方８ 

   
○ ７年間の需要予測に基づき料金を算定しておりますが、７年という期間
の根拠が不明ですので説明を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 
 
○ また、ＮＴＴ東西が 5年間ではなく 7年間の将来需要で算定することに
対して許可があったとのことですが、許可した理由について明示いただけ
るよう要望いたします。 

 （イー・アクセス） 

○ インターネット接続用の光アクセスサービスは今後急
速な需要の拡大が予想され、需要変動による接続料水準の
変動の平準化を図るため、光信号端末回線伝送機能の接続
料は将来原価方式により算定いたしました。 
 また、算定期間については、仮に省令上の最長期間であ
る５年間とした場合は現行料金を上回る料金水準となる
こと、今後弊社が予定している光アクセスサービスのエリ
ア提供計画では、概ね市制都市までの拡大終了が平成１７
年度であり、その後の需要実績を踏まえる必要があると考
えられること、および光加入者回線については平成１９年
度にはメタル並みの使用率が実現できると想定されるこ
とから、平成１３年度から平成１９年度までの７年間とし
ました。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 接続料規則において５
年間の将来需要を見込む
ことが認められており、
更に許可を得てその例外
的措置をとることができ
るようになっている。光
信号端末伝送路設備の需
要増が見込まれること、
「ｅ－Ｊａｐａｎ重点計
画」に沿った需要喚起策
が見込まれること等から
今般７年間の将来需要を
見込むことについて許可
申請がなされ、許可され
たもの。 
 

   
 意見９ 光信号端末回線伝送機能に係る接続料は、e-Japan 重点計

画に即した需要予測により、３０００円から６０００円の利
用者料金を実現出来るよう、政策的にも大幅な低減が必要。 

  再意見９ 光信号端末回線伝送機能については、
将来原価方式による料金算定で料金の低
廉化を実現した 

 考え方９ 

   
○ 需要予測においては、e-Japan 重点計画等との整合性も適切に考慮され
なければならないと考えます。e-Japan 重点計画では、5 年以内に 1,000

○ 光信号端末回線伝送機能については、将来原価方式によ
る料金算定で料金の低廉化を実現したことにより、ｅ－Ｊ

 光ファイバ設備の接続
料は適切な将来需要を見



 

 

万世帯が超高速インターネットアクセス網に常時接続可能な環境を整備
することを目指す、と政府としての基本方針が述べられています。また、
御省の「2005 年へ向けた e-Japan 超高速ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾆｼｱﾁﾌﾞ」(以下”e-Japan
ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ”)においては、FTTH の加入世帯数試算値として、2004 年～2006
年において 904 万世帯～988 万世帯と予想しています。しかしながら、東
西ＮＴＴの需要予測では 2004 年において 192.1 万加入、2005 年において
323.8 万加入、2006 年において 459.2 万加入と極めて低い加入世帯数を予
測しています。このような政府の方針や御省の普及見通しと大きく矛盾す
る予測値が認められてはならないと考えます。（なお、最近の報道によれ
ば IT 戦略本部は e-Japan 重点計画の前倒しの検討に入ることを確認し従
来目標を 3年間で実現させることを検討するとのことです。） 

 ＜参考＞ 
 2004 年 2005 年 2006 年 
    
東西ＮＴＴの需要予測 192.1 万加入 323.8 万加入 459.2 万加入 
  光信号端末回線伝送機能の接続料の水準についても、e-Japan ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
との整合性を適切に考慮しなければならないと考えます。e-Japan ｲﾆｼｱﾁﾌﾞ
において御省は、2002 年～2004 年における光ファイバによるﾌﾞﾛｰﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ
ｻｰﾋﾞｽの利用者料金の目安は、月額 3,000 円～6,000 円であるとしています
(通信速度は 2Mbps～4Mbps)。今回東西ＮＴＴから申請された 5,537 円／
芯・月という接続料では、他の事業者が 3,000 円～6,000 円という利用者
料金を実現するのは不可能です。従いまして、光信号端末回線伝送機能の
接続料については、e-Japan ｲﾆｼｱﾁﾌﾞを推進するという政策的目的からも大
幅な低減が必要と考えます。 

 （Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

ａｐａｎ重点計画に寄与することができると考えており
ます。 
 なお、他事業者様が加入者光ファイバ１芯（５，５３７
円）を複数ユーザで利用することにより、エンドユーザあ
たりの料金は更に低廉なものに設定することが可能であ
ると考えております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

込みつつ、コストに見合
った料金として算定され
ていることになる。 
 

○ ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において決定されております高速インターネ
ット回線の普及を考えますと、その実現のために、今回申請されました光
回線に関する機能は、非常に有用なものと認識しております。また、その
普及にあたってはユーザが負担する料金の水準は低廉である必要があり、
本機能の接続料についても低廉な料金設定が可能な水準である必要があ
ります。 
＊ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画概要（ＩＴ戦略本部：平成１３年３月付けより
引用） 
すべての国民がＩＴのメリットを享受できる社会 
･５年以内に少なくとも３０００万世帯が高速インターネット網に、また

  

904 万世帯～988 万世帯 



 

 

１０００万世帯が超高速インターネット網に常時接続可能な環境を整備
する。 
･すべての国民がインターネットを使いこなせ（２００５年のインターネ
ット個人普及率が６０％（予測値を大幅に越え））、多様な情報･知識を世
界的規模で入手･共有･発信できるようにする。 
（ＫＤＤＩ） 
 

   
 意見 10 需要等の見直しが実際と大幅に異なったときには見直し

が必要。 
  再意見 10 需要やコストによっては接続料も随時

見直すべき。 
 考え方 10 

   
○ 今回の申請案では、ＮＴＴ東西は接続料金に 7年間の将来需要をのせて
算定していますが、将来需要の予測方法や地域別の需要の考えが開示され
ていません。需要の変動に連動し、コストも変動することから、需要の考
え方は非常に重要ですので、今後、需要が今回想定したものから大幅にず今後、需要が今回想定したものから大幅にず今後、需要が今回想定したものから大幅にず今後、需要が今回想定したものから大幅にず
れた場合、将来需要の変更についてどのように考えているかを明示していれた場合、将来需要の変更についてどのように考えているかを明示していれた場合、将来需要の変更についてどのように考えているかを明示していれた場合、将来需要の変更についてどのように考えているかを明示してい
ただけるよう強く要望いたします。特に、将来需要の予測方法を今後変更ただけるよう強く要望いたします。特に、将来需要の予測方法を今後変更ただけるよう強く要望いたします。特に、将来需要の予測方法を今後変更ただけるよう強く要望いたします。特に、将来需要の予測方法を今後変更
することはないかどうか、見直しがあるとすればいつの時点か、コストをすることはないかどうか、見直しがあるとすればいつの時点か、コストをすることはないかどうか、見直しがあるとすればいつの時点か、コストをすることはないかどうか、見直しがあるとすればいつの時点か、コストを
引き上げることはしないかについてＮＴＴ東西の見解を伺いたいと考え引き上げることはしないかについてＮＴＴ東西の見解を伺いたいと考え引き上げることはしないかについてＮＴＴ東西の見解を伺いたいと考え引き上げることはしないかについてＮＴＴ東西の見解を伺いたいと考え
ますますますます。 

 （イー・アクセス） 
 
○ また、７年間で適当であるとしても、本期間中でも実際費用方式におけ
る需要やコストの見直しや長期増分費用方式の導入等より、料金も見直さ
れると理解しております。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

○ 算定期間中においても需要の見直しやコストの低廉化
等をすべきであると考えるため、算定期間中においても随
時見直されるものと考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

 『ＮＴＴグループ３カ
年経営計画』等における
更なる経営効率化、需要
の拡大、技術革新等によ
る費用削減、効率的な投
資等の観点から、算定期
間中においても、必要に
応じて適時算定の見直し
がなされていく必要があ
る。具体的には、第１回
目の見直しを来年度を目
途に行うことが適当であ
る。 
 

   
 意見 11 平成１４年度からは東西別料金になるので今回の認可は

平成１３年度についてのみであると答申していただきた
い。 

  再意見 11 東西別接続料の扱いは、接続ルール見
直しの検討の場において別途議論されて
いるものと認識。 

 考え方 11 

   
○ 「IT 時代の接続ルールの在り方について 第二次答申草案」において貴
審議会は、平成 14 年度以降の接続料については東西ＮＴＴ各々が算定す
べきと述べておられます。今回の接続料につきましても、平成 14 年度以
降は、東西ＮＴＴ各々が算定すべきことになると理解いたします。貴審議

○ 東西別接続料の扱いは、接続ルール見直しの検討の場に
おいて別途議論されているものと認識しております。（Ｎ
ＴＴ東日本・西日本） 

 

 提言によれば、事業者
毎の接続料が設定される
のは平成１４年度以後に
算定されるものである。



 

 

会におかれては、今回設定する接続料は平成 13 年度についてのみ認可す
べきと答申していただきたくお願いいたします。 

 （Ｃ＆Ｗ ＩＤＣ） 
 

今回の接続料は考え方１
０で述べたとおり需要動
向を勘案して見直される
べきものであるが平成１
３年度１年間のみの接続
料としなければならない
合理的な理由はない。 
 

   
 意見 12 ダークファイバについては一層の接続料引下げを切望。   再意見 12（意見 12同旨）  考え方 12 
   
○ ダークファイバである光信号端末回線伝送機能（加入者系光ファイバ）
の接続料算定に、「将来原価方式（あるいは長期増分費用方式）」を導入す
るとともに、光信号中継伝送機能（中継系光ファイバ）についても「実績
原価方式（あるいは実際費用方式）」のまま総コストの見直しで、大幅な
接続料引き下げを実施していくことは、一般家庭など最終ユーザーに対す
るＦＴＴＨサービスの普及に不可欠な低廉な利用料金水準でのサービス
提供が可能となるだけでなく、今後の広帯域インターネットの普及を大い
に促進するものと期待できるので、ユーザーへの提供コストの大半を占め
るダークファイバについては、より一層の接続料引き下げを切望いたしま
す。 

 （テレサ協） 
 

○① 先の意見書においても述べたとおり、光信号端末回線
伝送機能（加入者系ダークファイバ）の接続料算定につ
いては、７年間の需要予測に基づく、「将来原価方式（あ
るいは長期増分費用方式）」を導入し、光信号中継伝送
機能（中継系ダークファイバファイバ）については、単
年度実績に基づく、「実績原価方式（あるいは実際費用
方式）」のまま総コストの見直しで、接続料引き下げを
実施しています。 
 しかしながら、ＦＴＴＨサービスを、電気代やガス代
などと同レベルを目指し、一般家庭が通信料金として支
払える水準まで引き下げるため、さまざまな工夫を凝ら
し市場を先導してきた第二種電気通信事業者などの新
興事業者にとって、サービス提供コストの中で大きなウ
ェイトを占めつつも手付かず状態のままにあるのが中
継網のコストであります。 
 ここで、中継網コスト低減に大きな効果があると見込
まれるのが、中継系ダークファイバの利用であり、事業
者としてその利用に大いに期待するものであります。 
 今回変更案では、単年度実績による引下げが実現して
いることから、端末回線と同様に将来の需要を織り込ん
での算定を行い、より一層の中継系ダークファイバの接
続料引下げに努めるべきものと考えます。 
② こうした算定方法の見直しによる接続料の引下げの
効果は大きく、一般家庭など最終ユーザーに対するＦＴ
ＴＨサービス普及のカギとなる利用可能な料金水準で

 光ファイバ設備に係る
接続料については、コス
ト削減や需要の促進等を
通じて、一層の低廉化に
向けて努力される必要が
ある。 
 



 

 

のサービス提供が可能となるだけでなく、新規参入や事
業者間の競争促進による市場活性化、あるいは今後の広
帯域インターネット関連ビジネスの普及・拡大に大いに
貢献することが期待できます。 
 ユーザーへの提供コストの大半を占めるダークファ
イバの利用に関し、より一層の接続料引き下げを切望い
たします。 
③ また、ダークファイバの利用に関連して、従来、ＮＴ
Ｔ殿が推進する光化計画では、名目上「饋線点までを光
化しておけば、要望に応じて２週間以内に光ファイバを
家庭に引き込める」としてきたが、現在のところ、煩雑
な手続きや工事体制の不備から開通まで実際には１～
３ヶ月以上も要しているなど普及の障害となっている
事例も散見されます。 
 「e-Ｊａｐａｎ重点計画」で国家をあげて広帯域イン
ターネットの普及を推進しようとする中で、こうした実
情の改善を図ることは急務であるので、以前、ＤＳＬサ
ービスにおいて競合事業者が被った不利益などが再び
ダークファイバ又はＦＴＴＨサービスの利用において
生じることのないよう公正な提供の確保にかかる措置
をあらためて切望いたします。 
（テレサ協） 
 

   
 意見 13 スタックテストのような方法によるチェックが必要。   再意見 13－１（意見 13同旨）  考え方 13 
   



 

 

○ 今回申請された接続サービスについては、東西ＮＴＴ殿は、同一設備を
利用して他事業者と競合するサービス（光端末を利用したサービス全般及
びフレッツシリーズ）を提供しております。接続料金の妥当性については、
原価の算定根拠が明確なことはもとより、公正競争条件を確保する観点か
ら他事業者が同一条件で競争できることを担保することが必要であると
考えます。弊社としては、英国で採られているスタックテストや、米国で
採られているインピテーションテストのような方法によりチェックを行
うことが適切であると考えます。また、今後リリースされる東西ＮＴＴ殿
のサービス（例えば、フレッツＢサービス）や料金改定においても、同様
のチェックを満たすことが必要であると考えます。 

 
 
 
 
 
 
 

○ 日本テレコム殿の意見に賛同します。 
 現行の算定方法においては、接続料とユーザ料金の算定
方法の違いにより、本来あってはならない事ですが、接続
料とユーザ料金との間に逆転現象が起きる可能性はあり
ます。しかしながら、接続事業者が同一条件で競争できる
事を担保する必要があると考えます。詳細な方法について
は検討する必要がありますが、ユーザ料金と接続料金の整
合性をチェックし、是正する仕組みを導入する必要がある
と考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 
○日本テレコム殿のご意見に賛同いたします。 
 （ＴＴＮｅｔ） 
 
○ 全面的に賛成いたします。 
 （イー・アクセス） 
 

 「電気通信事業法の一
部を改正する法律（平成
９年法律第９７号）附則
第１５条を踏まえた接続
ルールの見直しについ
て」第一次答申では利用
者料金が接続料の水準を
下回ることは、一般的に
は公正競争上適切ではな
いと述べているところで
あるが、このことは利用
者料金が接続料の水準を
上回ってさえいれば何ら
問題がないとするもので
はない。今後新規サービ
スの利用者料金等を念頭
に適正性の検証について 

  意見 13－２ 利用者料金に関する更なる規制は自由な
競争を阻害する。 

 諸外国の事例も参考に検 



 

 

 【参考】英国におけるスタックテストについて 
 
１．スタックテストとは 
・ 英国においてドミナント事業者であるＢＴの利用者向けサービ
スの料金設定が、反競争的でないかをチェックするシステム。 

・ 新料金・新割引サービス認可の際、料金額がコストを上回って
いることを証明しなければならない。 

 
２．具体的内容 
・ ＢＴは以下の内容を証明する必要がある。  
新料金（割引）＞ネットワークコスト＋小売コスト 

（他事業者に相互接続料金として提供） 
・ この不等式を満たしている場合、認可される。他事業者におい
ても、同水準の料金設定をすることが可能。 

・ 不等式を満たさない場合、以下の対応のどちらかが必要。 
① 料金（割引）の見直し 
② 相互接続料金の引き下げ 

 （ＪＴ） 
 
○ＮＴＴ東西はフレッツＩＳＤＮやフレッツＡＤＳＬの値下げを行ってお
り、今後も予定していますが、利用料金と接続料につ利用料金と接続料につ利用料金と接続料につ利用料金と接続料について逆ざやが生じていて逆ざやが生じていて逆ざやが生じていて逆ざやが生じて
いないか、チェック機能が必要と考えますが、フレッツＡＤＳＬの利用者いないか、チェック機能が必要と考えますが、フレッツＡＤＳＬの利用者いないか、チェック機能が必要と考えますが、フレッツＡＤＳＬの利用者いないか、チェック機能が必要と考えますが、フレッツＡＤＳＬの利用者
料金がアンバンドルされていないので、現状ではチェックが不可能です。料金がアンバンドルされていないので、現状ではチェックが不可能です。料金がアンバンドルされていないので、現状ではチェックが不可能です。料金がアンバンドルされていないので、現状ではチェックが不可能です。
ＮＴＴ東西が利用料金を値下げする場合には、どの部分が値下げしたのかＮＴＴ東西が利用料金を値下げする場合には、どの部分が値下げしたのかＮＴＴ東西が利用料金を値下げする場合には、どの部分が値下げしたのかＮＴＴ東西が利用料金を値下げする場合には、どの部分が値下げしたのか
を明示すべきであり、接続料に関する部分も同様に値下げが必要です。を明示すべきであり、接続料に関する部分も同様に値下げが必要です。を明示すべきであり、接続料に関する部分も同様に値下げが必要です。を明示すべきであり、接続料に関する部分も同様に値下げが必要です。具
体的には、１加入者あたりの接続料と利用料金を設備ごとに分解して比較
することが必要です。 

 （イー・アクセス） 
 

格提供にあたっては、接続料相当のコストに一定の営業費等
の必要なコストを加えた原価を基礎にユーザ料金を設定
する考えです。 
 利用者向け料金については、平成１２年１０月より主要
なサービスにプライスキャップ規制が導入され、上限価格
の範囲内で弊社の経営判断により競争状況を勘案し決定
できるものとされており、更なる規制は自由な競争を阻害
するものと考えます。なお、これまで利用者向け料金と接
続料との関係全体においては、接続約款の認可申請に際し
総務省への報告とともに公表を行っているとおり、接続料
の水準が利用者向け料金の水準を下回っていることを検
証してきたところであります。 
 例えば新サービスの収支について当初は赤字であって
も、営業努力により黒字化していくこと等は、弊社も他事
業者様もなんら変わるものではありません。個々のサービ
ス（割引サービス）単位で接続料と利用者向け料金を比較
することは、各社の創意工夫を制限する結果となるものと
考えます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

討を行う必要がある。 
 

   
 意見 14 予備芯線を他事業者が障害の際に利用可能である必要が

ある。 
  再意見 14 故障時の応急復旧用の光ファイバ設備

は全事業者に提供される。 
 考え方 14 

   
○ ＮＴＴ東西は芯線数の算定に、予備芯線の考え方を一切考慮しておりま
せん。ＮＴＴ東西は、保守などの理由のために、予備芯線を一定数確保し
ていると考えますが、この予備芯線を障害の際に事業者が利用可能かどう

○ 光ファイバの料金は、加入者回線として用いていない予
備芯線（故障時の応急復旧用を含む全ての空き芯線）を含
む全ての芯線コストを加入者回線として提供している芯

 応急復旧について、全
事業者について公平利用
が確保される必要があ



 

 

かについては、取り決めがありません。仮に他事業者が予備芯線を利用で
きないとするのであれば、予備芯線についてはＮＴＴ東西の利用分として
コスト算定すべきであり、他事業者も利用可能とするのであれば、ＮＴＴ
東西の予備芯線の考え方、運用方法について明確化し、管理データを公開
し、接続事業者の要望に応じてＮＴＴ東西と同様の簡便さで予備芯線を利
用できるしくみが必要と考えます。このように接続料および接続料および接続料および接続料および接続の内容で接続の内容で接続の内容で接続の内容で
ＮＴＴ東西が使用するファイバと接続事業者が使用するファイバとで公ＮＴＴ東西が使用するファイバと接続事業者が使用するファイバとで公ＮＴＴ東西が使用するファイバと接続事業者が使用するファイバとで公ＮＴＴ東西が使用するファイバと接続事業者が使用するファイバとで公
平性が確保されるよう強く要望いたします平性が確保されるよう強く要望いたします平性が確保されるよう強く要望いたします平性が確保されるよう強く要望いたします。 

 ＜ＮＴＴ東西の設備実態＞ 
 （イー・アクセス） 
 

線で賄う料金算定を行なっております。従って、予備芯線
のコストは、当社も他事業者様も使用する芯線数に応じた
コスト負担をしており、弊社のみが負担している訳ではあ
りません。 
 故障時の応急復旧用として一定数確保している芯線に
ついては、加入者回線を利用する全事業者（弊社を含む）
に対して、故障時の応急復旧用に提供されるものであり、
公平な利用がなされます。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

る。 

   
 意見 15 今回の変更に伴いメタル回線の接続料も変更すべき。   再意見 15－１ メタル回線については平成１３年

度の接続料について再算定をする。 
 考え方 15 

   
○ 前回（H12.12.15）の算定と今回の算定で、光ファイバ端末伝送機能の
接続料が大幅に変更になったことから、当然メタルの接続料も変更がある当然メタルの接続料も変更がある当然メタルの接続料も変更がある当然メタルの接続料も変更がある
と考えますと考えますと考えますと考えます。弊社ではメタルの接続料は以下のように想定しております。 

 
 
 
 
 
 

○ 今回の申請は、光ファイバ設備のアンバンドルに関する
省令改正を受けて実施するものであり、光ファイバ料金の
みを申請の対象としておりますが、平成１３年度の帯域透
過端末回線伝送機能の接続料については、本年秋に平成１
２年度接続会計結果をベースに、メタルのみを用いた端末
回線のコストをもとに再算定を行い、平成１３年４月に遡
及して適用する予定です。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 光ファイバ設備につい
ては年度途中の算定であ
るが、メタル回線につい
て今秋の再計算時に見直
されることになると思わ
れる。 
 

  再意見 15－２（意見 15同旨）   

加入者宅 ＮＴＴ収容局 

使用芯線 

使用芯線 

予備芯線 



 

 

 
 原価（百万円） 回線数（回線） 

芯線数（回線） 
接続料（円／月） 

メタル回
線 

1,098,020  66,776,809  
67,452,725  

1,357  
（２線式・通常）  

光回線 20,356  132,056  
1,250,511  

6,799  
（１芯・通常） 

合 計 1,118376  66,908,865  
68,703,236  

----------- 

 
 

 原価（百万円） 回線数（回線） 
換算回線数（回線） 

接続料（円／月） 

メタル回
線 

1,028,039  66,776,809  
67,455,765  

1,270  
（２線式・通常） 

光回線 90,337  132,056  
249,670  

30,152  
（１芯・通常） 

合 計 1,118376  66,908,865  
--------- 

----------- 

（イー・アクセス） 
 

 
○ 光端末回線の接続料算定においては、メタル回線と光回
線が混在した端末回線コストから光回線分を分離する手
法が採られております。上記意見にて指摘されたとおり、
光回線分のコスト配賦方法の変更によりメタル回線分と
して配賦されたコストも変動していることから、メタル回
線接続料の見直しが行われるべきと考えます。 

 （ＪＴ） 
 

 

○ もし、ＮＴＴ東西が今回の接続料にあわせてメタル回線の基本料金の値
下げを行わない場合は、メタル回線の原価はそのままで光回線の原価のみ
約 700 億円（＝90,337－20,356＝69,981 百万円）増加することとなり、7
00 億円の収入がＮＴＴ東西の管理部門に増額計上されることになります。
仮に、ＮＴＴ東西の利用部門分を約 3/4 と想定しても、接続事業者から 1
75 億円もの額を接続料として増額徴収することになります。このようにＮ
ＴＴ東西が算定方法を変更したために生じる影響については全体との整
合性をとりながら厳格に監視する必要があると考えます。 
特に、ドライカッパの接続料については、メタル回線の接続料がこれま
で局から加入者宅まで全てメタルで伝送しているものと、光ファイバとメ
タルで伝送しているものと合算して算定されていましたが、今回の算定で
全てメタルで伝送しているものが分計されているため、ドライカッパ用のドライカッパ用のドライカッパ用のドライカッパ用の
接続料として全てメタルで伝送した場合の接続料を個別に設定すること接続料として全てメタルで伝送した場合の接続料を個別に設定すること接続料として全てメタルで伝送した場合の接続料を個別に設定すること接続料として全てメタルで伝送した場合の接続料を個別に設定すること
が望ましいと考えますが望ましいと考えますが望ましいと考えますが望ましいと考えます。 

 （イー・アクセス） 

  

約 700 億円の差額 87円安



 

 

 
   
 意見 16 端末回線について故障修理２４時間対応等のメニューが

必要。 
  再意見 16 端末回線について故障受付は２４時間

対応しており、故障修理についても今後
検討していく。 

 考え方 16 

   
○施設保全費について 
  保守コストについて、受付や故障修理対応を保守コストについて、受付や故障修理対応を保守コストについて、受付や故障修理対応を保守コストについて、受付や故障修理対応を 24242424 時間対応を行う場合と、時間対応を行う場合と、時間対応を行う場合と、時間対応を行う場合と、
営業時間内のみに対応を行う場合とコストが営業時間内のみに対応を行う場合とコストが営業時間内のみに対応を行う場合とコストが営業時間内のみに対応を行う場合とコストが異なりますが、接続料金も専異なりますが、接続料金も専異なりますが、接続料金も専異なりますが、接続料金も専
用線のようにその保守コストの違いを反映した用線のようにその保守コストの違いを反映した用線のようにその保守コストの違いを反映した用線のようにその保守コストの違いを反映した2222種類の料金設定をしてい種類の料金設定をしてい種類の料金設定をしてい種類の料金設定をしてい
ただくことを要望いたします。ただくことを要望いたします。ただくことを要望いたします。ただくことを要望いたします。    
また、ダークファイバの場合は、専用線やＮＴＴ東西が今後サービスを
予定している「Ｂフレッツ（光ＩＰ接続）」と違って、故障検出の切り分
けを接続事業者で行うこととなっており、その分保守費用は低くなると想
定されます。また、フィルタなしのモジュールを使用しているダークファ
イバの場合についても接続料は低くなると考えます。したがいまして、光
端末回線が他のサービスに比較して設備構築上だけでなく運用保守上も
簡略化しているのならばそれにあわせた接続料金を設定すべきと考えま
す。具体的には、ＮＴＴ東西がこれまで「保守換算係数」として使用して
いるような割合でダークファイバの場合は接続料金を低めに設定すべき
と考えます。 

 （イー・アクセス） 
 

○ 現在の加入者線の保守は、基本的に、故障受付は２４時
間対応で、故障修理は営業時間内での対応を行っており、
今回の光信号端末回線伝送機能の接続料は、その保守レベ
ルに対応したものであります。 
 ２４時間の故障修理対応については、実際の故障発生状
況等を注視しながら、今後検討していく考えです。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
○ 故障発生時に弊社側の設備の故障か他事業者様側の設
備の故障か判断するための切り分け業務にかかる費用は、
ダークファイバに限らず相互接続を行うことにより必要
となる他事業者様のコストであり、弊社の利用者向けサー
ビス提供時には必要ないこと、また、弊社設備のどの部分
が故障しているかを確認する業務にかかる費用ついては、
ダークファイバであっても、他のサービスであっても同様
に必要となることから、ダークファイバの保守費用が低く
なるということはないと考えております。 
 また、フィルタなしの場合には、フィルタ及びそれに付
属する試験装置が不要となる反面、遠隔での試験ができ
ず、故障位置の特定等のために各ＮＴＴビルへ担当者を派
遣する必要があり、全体としてのコストが低減するもので
はないことから、今回はフィルタの有無により料金差は設
けておりません。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 故障対応等の２４時間
対応については、需要動
向に照らして検討の上、
可能なものから早急に応
じていくことが求められ
る。 
 費用負担については、
コストや公平性を勘案し
つつ、低廉なものとなる
よう努められる必要があ
る。 
 

   
 意見 17 光ファイバ設備の赤字を理由に業務範囲の拡大等を認め

るべきではない。 
  再意見 17 業務範囲拡大等については別途議論が

なされる。 
 考え方 17 

   
○ ＮＴＴ東西は今回、将来需要・将来原価による接続料を算定したために、 ○ 弊社の業務範囲の拡大の扱いやユニバーサルサービス  ＮＴＴ東日本・西日本



 

 

この料金で他事業者に提供をすることにより、ＮＴＴ東西は平成 16 年度
までは巨額の赤字が発生することになります。 
これらの巨額の赤字はＮＴＴ東西の現在の経営状況から見ると、経営の
屋台骨を揺るがしかねない額であると思われ、ＮＴＴグループがこれまで
発表してきました事業計画と整合性がとれているのか、疑念を持たざるを
得ません。光ファイバ網が整備され、ユーザ及び他事業者がＮＴＴ東西の
巨額な赤字負担の元に安い料金で利用可能となることはＩＴ革命実現の
ためにも歓迎すべきこととは思いますが、そのことが結果的に競争環境を
破壊することとならないことを願います。今回の料金設定についてはＮＴ今回の料金設定についてはＮＴ今回の料金設定についてはＮＴ今回の料金設定についてはＮＴ
Ｔ東西の自己責任の元に判断をされたと理解していますので、その赤字補Ｔ東西の自己責任の元に判断をされたと理解していますので、その赤字補Ｔ東西の自己責任の元に判断をされたと理解していますので、その赤字補Ｔ東西の自己責任の元に判断をされたと理解していますので、その赤字補
填を理由に業務範囲の拡大を認めることや、ユニバーサルサービス基金に填を理由に業務範囲の拡大を認めることや、ユニバーサルサービス基金に填を理由に業務範囲の拡大を認めることや、ユニバーサルサービス基金に填を理由に業務範囲の拡大を認めることや、ユニバーサルサービス基金に
よる他事業者からの負担を要望することは認めるべきではないと考えまよる他事業者からの負担を要望することは認めるべきではないと考えまよる他事業者からの負担を要望することは認めるべきではないと考えまよる他事業者からの負担を要望することは認めるべきではないと考えま
すすすす。 

 （イー・アクセス） 
 

基金の扱いについては、今回の意見募集の対象外であり、
それぞれ別途必要な議論がなされているものと認識して
おります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

において光ファイバ設備
によるサービス提供によ
って仮に赤字が生じた場
合でも、それを直接の理
由に業務範囲の拡大等が
認められる訳ではない。 
 

   
 意見 18 ＮＴＴ東日本・西日本の反競争的行為に対してはこれまで

以上に厳重な監視が必要。 
  再意見 18 公正競争のための施策等を引き続き進

める。 
 考え方 18 

   
○ また、このような巨額な赤字のもとにＮＴＴ東西が光ファイバを提供す
るとすれば、設備部門での赤字を利用部門で補填するために、顧客を自ら
のサービスへと誘導する強いインセンティブが働くと考えます。したがい
まして、例えば接続料金とユーザ料金を他事業者の市場参入意欲を消沈さ例えば接続料金とユーザ料金を他事業者の市場参入意欲を消沈さ例えば接続料金とユーザ料金を他事業者の市場参入意欲を消沈さ例えば接続料金とユーザ料金を他事業者の市場参入意欲を消沈さ
せるほど近づけるなどの略奪的価格設定や、優越的な地位を利用した差別せるほど近づけるなどの略奪的価格設定や、優越的な地位を利用した差別せるほど近づけるなどの略奪的価格設定や、優越的な地位を利用した差別せるほど近づけるなどの略奪的価格設定や、優越的な地位を利用した差別
的な取り扱いなどの反競争的な行為に対してはこれまで以上に厳重な監的な取り扱いなどの反競争的な行為に対してはこれまで以上に厳重な監的な取り扱いなどの反競争的な行為に対してはこれまで以上に厳重な監的な取り扱いなどの反競争的な行為に対してはこれまで以上に厳重な監
視が必要であると考えます視が必要であると考えます視が必要であると考えます視が必要であると考えます 

 （イー・アクセス） 
 

○ 今後予定している光・ＩＰ通信網サービスの本格提供に
あたっては、将来原価方式により算定している接続料相当
の設備コストに一定の営業費等の必要なコストを加えた
原価を基礎に料金を設定するよう考えております。 
 また、優越的な地位を利用した差別的な取り扱いなどの
反競争的な行為を行っているとの疑念に関しましては、誤
解されることのないように、ＤＳＬ接続サービスで既に実
施している他事業者様用の回線開通受付け窓口を非営業
部門に設置する等、公正競争のための種々の施策を引き続
き進めていく所存です。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 引き続きルールの運用
等を通じて競争阻害的な
行為がなされないように
していく必要がある。 

   
 意見 19 局内の中継回線の提供を要望。   再意見 19 局内の光ファイバケーブルは提供す

る。 
 考え方 19 

   
○ 白鬚、唐ヶ崎のようにＮＴＴ東西の中継回線が集中している局でかつコ ○ 弊社ビル内の光ファイバケーブルについても、他事業者  省令改正に伴い、局内



 

 

ロケーションを実施していない局については、ＣＴＦ～ＣＴＦの接続をＮ
ＴＴ東西資産で行っていただき、隣接局～隣接局までの中継回線として利
用できるよう要望いたします。現在は、ＣＴＦスルー局でも接続事業者が
各社資産で設備を保有しているため、保守時の切り分け等が困難な状態で
す。 
特に、ＮＴＴコミュニケーションズやＮＴＴドコモのビルについては、

工事・保守ともにＮＴＴ東西と各社で二重に手続きが必要なことからＣＴ
Ｆスルーとして提供いただけるよう要望いたします。 

 
（イー・アクセス） 
 

様からのご要望に応じて提供いたします。このため、弊社
ビル内で光主配線盤～光主配線盤の接続を弊社資産の光
ケーブルで接続することが可能となります。 
 なお、ビル内の光ファイバケーブルを弊社設備にて提供
させていただく場合でも、一次的な故障検出は他事業者様
にて実施していただき、その後申告によって故障切り分け
等の作業を実施するという一連の故障対応方法は、弊社設
備を利用しない場合（他事業者様自前設備の利用）と変わ
りません。 
 また、弊社以外のビルにおける光ファイバケーブルにつ
いては、ビルオーナーの了解を得られた場合については、
弊社での対応を検討いたしますが、弊社にて対応が困難な
場合については、直接ビルオーナーと調整の上、対応して
いただくものと考えます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

伝送路である光ファイバ
設備の提供については別
途ＮＴＴ東日本・西日本
より認可申請がなされる
ことが見込まれている
が、現段階においても請
求に応じ提供がなされる
必要がある。 
 

   
 意見 20 屋内配線の料金等、利用者料金準用の料金を見直し、営業

費等を控除すべき。 
  再意見 20－1（意見 20同旨）  考え方 20 

   
○ 構内光設備等の契約約款料金準用について 
 宅内機器等と接続する場合、お客様建物内にてＮＴＴ東西の屋内配線設
備を利用する事が必要となりますが、本申請案ではその際の料金としてＮ
ＴＴ東西の契約約款が準用されております。しかしながら、接続事業者が
利用する場合においては営業費等、控除すべきものがあると考えられま
す。 
 よって、事業者向け割引等を導入する事により、その点を考慮する事が
必要です。 

 また、その他にも工事費（構内伝送路設備設置工事費、通信用建物内伝送
路接続工事費）および手続費（光回線設備設置手続費、ＩＰ通信網回線設

○ 接続事業者が負担すべきコストは、回線の設置・維持・
運営等に必要なコストであると考えており、営業費等は控
除されるべきものと考えます。したがって、上記意見に賛
同します。 

 （ＪＴ） 
 
○ 端末回線伝送機能及び光中継伝送機能は電話サービス
やＤＳＬサービスと違って、回線ごとに線路設備調査、Ｐ
ＯＩ調査等手続を踏まえ、線路設備申込、自前工事申込を
行っているため、別に手続費が必要となる根拠が理解でき

 屋内配線の料金及び工
事費については現在明確
な算定基準はなく、今回
便宜的に利用者料金準用
とすることはやむを得な
いが、接続料等は接続に
関する費用のみから算定
されることが基本であ
り、それは屋内配線及び
工事費についても例外で

 

隣接局 ＣＴＦスルー局 
隣接局 

中継回線 

接続事業者の資産の場

合、切り分け保守が困難

伝送装置 伝送装置 

切り分けが

比較的容易



 

 

置手続費）において契約約款の料金を準用しておりますが、同様に事業者
向け割引等の導入が必要と考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

かねます。手続費の内容についてどのような手続を指すの
か明確にしていただけるよう要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

はない。 
 屋内配線のコストにつ
いてはなお検討を要する
ため、ＮＴＴ東日本・西 

  再意見 20－２ 屋内配線は端末設備であるため、構内
伝送路設備設置工事費等はユーザサービスの
工事と同一作業内容であるためユーザ料金を
準用している。 

 日本において、屋内配線
のコストの把握を行い、
その結果について総務省
に報告を行うよう、総務 

  
○ 屋内配線は端末設備であるため、ユーザ料金を準用して
おります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
○ 接続約款に規定する工事費及び手続費の額は、作業単金
に作業時間を乗じて算定した実費により設定しています
が、今回新たに追加した構内伝送路設備設置工事費等につ
いては、弊社のユーザサービスの場合と同一の作業内容に
より実施するものであり、現に回収すべきコストにも差が
ないことから、ユーザ約款に規定している額を準用するこ
ととしており、事業者向けの接続料金としても公正妥当な
金額であると考えます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

省において措置すること
を要望する。 
 また、工事費について
は、ＮＴＴ東日本・西日
本において、そのコスト
の算定根拠を明らかに
し、その必要な見直しに
ついての検討を行い、そ
の結果について総務省に
報告を行うよう、総務省
において措置することを
要望する。 
 

   
 意見 21 伝送損失の調査費は不要。   再意見 21－１（意見 21同旨）  考え方 21 
   
○情報の提供について 
（１）光回線設備の回線毎の伝送損失（第９４条の６） 
  ユーザにサービスを提供する以上、品質の確保は必須であるため、接
続事業者が光回線設備を利用する場合に、伝送損失の把握は必ず必要と
なります。よって、本事項については調査費として個別に設定するので
はなく、第９４条の７で規定する項目の１つとする事が適当と考えま
す。 
（ＫＤＤＩ） 

 

○ 伝送損失ついては、距離や接続点数から計算して求める
「計算値」と、芯線又はテープ単位で実際に測定する「実
測値」とあると思います。「計算値」は第 94 条の７に関
する情報として、「実測値」は第 94 条の 6 に関する情報
として、ＮＴＴ東西から情報提供いただきたいと考えま
す。 
 また、伝送損失の調査にかかる費用ですが、現在の接続
料金に伝送損失の測定に関る費用が含まれているのであ
れば光回線設備の場合も特に追加費用はほとんど発生し
ないと考えます。ＮＴＴ東西は自社内で定めた伝送品質を

 個別調査が求められる
事項については、現時点
では費用負担が求められ
ることはやむを得ない。 
 しかしながら、実質的
な個別調査が今後共必要
であるか、十分な検証が
求められる。 
 



 

 

満たしていることを確認したうえでダークファイバを接
続事業者に提供しているのですから、線路調査は接続事業
者の要求にかかわらずＮＴＴ東西で毎回行っていると認
識しております。つまり、測定にかかる費用はすでに含ま
れているはずであり、費用がかかるとすれば、調査した内
容について書類を作成するというごくわずかな経費のこ
とを指すと理解しております。接続約款案では調査時間と
して 1.133 時間かかるとしていますが、調査時間を除いた
書類作成時間に修正いただけるよう要望いたします。 
（イー・アクセス） 

 
  再意見 21－２ 伝送損失値の把握には個別の調査が必

要なので調査費が必要。 
  

  
○ 光回線設備にかかわる品質やご利用できる設備等を事
前に把握するためにも伝送損失値が必要であることはご
指摘のとおりです。 
 ただし、伝送損失値の把握には、現地で実際に測定する
か、具体的な光ファイバ芯線等の構成（コネクタ、融着点
の数、芯線の距離）から計算する等、特定の芯線に対して
個別の調査（現地測定や机上計算）が必要と考えます。 
 このため、第 94 条の６で規定する具体的な光ファイバ
芯線等に対する個別の測定もしくは、光ファイバ芯線等を
特定できる線路設備調査の結果によって提供させていた
だくものと考えます。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

 

   
 意見 22 ダークファイバの開通に時間がかかっている。   再意見 22－１（意見 22同旨）  考え方 22 
   
○ また、ダークファイバの利用に関連して、従来、ＮＴＴ殿が推進する光
化計画では、名目上「饋線点までを光化しておけば、要望に応じて２週間
以内に光ファイバを家庭に引き込める」としてきたが、現在のところ、煩 

○ 賛成いたします。 
 （イー・アクセス） 
 

 光ファイバ設備の提供
については、迅速な対応
により円滑に進められて 

雑な手続きや工事体制の不備から開通まで実際には１～３ヶ月以上も要し  再意見 22-２ 提供期間の短縮について鋭意努力。  いくことが求められる。 
ているなど普及の障害となっている事例も散見される。 
「e-Ｊａｐａｎ重点計画」で国家をあげて広帯域インターネットの普及

 
○ また、き線点まで光化してある場合２週間で開通するこ

 



 

 

を推進しようとする中で、こうした実情の改善を図ることは急務であるの
で、以前、ＤＳＬサービスにおいて競合事業者が被った不利益などが再び
ダークファイバ又はＦＴＴＨサービスの利用において生じることのない
よう公正な提供の確保にかかる措置を切望いたします。 

 （テレサ協） 
 

とを目標としておりましたが、上記のような社外対応等が
発生する場合は、１～数ヶ月を要しているのが実態です。
これは弊社の光を利用するサービスでも同様であり、提供
期間の短縮については、鋭意努力していく考えです。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見 23 光ファイバ設備の即応・提供が可能な地域について条件等

を明確にしていただきたい。 
  再意見 23－１ 個々の要望には線路設備調査で明

確にする。 
 考え方 23 

   
○ ＮＴＴ東西が接続約款案で算定している端末回線の規模は、平成 11 年
度 25万芯から平成 19年度 549万芯と約 22倍ののびを想定していますが、
端末回線は要望に応じて提供していただけるものかどうかが明確ではあ
りません。例えば、「き線エリアに光ファイバが敷設されている場合は光
信号端末回線を提供する」といったような提供条件を明確化していただき
たいと考えます。なお、「接続ルール見直しについて」第一次答申（平成
12 年 12 月 21 日）p.23 では「既に光ファイバが敷設されて即応が可能な
地域（例えばき線エリアに光ファイバが既に設置されているエリアのよう
に、２週間程度で必要な光ファイバ設備の対応を行い得る地域）において
は、光ファイバ設備への接続の請求に応じることが求められるものと考え
られる。」とありますので、接続約款で即応が可能な地域や提供可能な地接続約款で即応が可能な地域や提供可能な地接続約款で即応が可能な地域や提供可能な地接続約款で即応が可能な地域や提供可能な地
域について域について域について域について条件等を明確化していただきたいと考えます。条件が明確でな条件等を明確化していただきたいと考えます。条件が明確でな条件等を明確化していただきたいと考えます。条件が明確でな条件等を明確化していただきたいと考えます。条件が明確でな
い場合、ＮＴＴ東西と接続事業者の間で公平性が担保されないおそれがあい場合、ＮＴＴ東西と接続事業者の間で公平性が担保されないおそれがあい場合、ＮＴＴ東西と接続事業者の間で公平性が担保されないおそれがあい場合、ＮＴＴ東西と接続事業者の間で公平性が担保されないおそれがあ
りますりますりますります。 

○ 端末系光ファイバ設備については敷設の途上にあるた
め、具体的な接続希望場所により、設備新設等の対応が必
要な場合もあれば、設備対応がほとんど不要な場合もある
等区々となります。このため、具体的な個々のご要望に対
して、線路設備調査によって明確にさせていただくことと
しております。特に、設備新設が必要となる場合には、電
力柱への添架許可申請･取得、道路占用許可申請･取得、ユ
ーザビルオーナとの折衝等といった部外対応が発生する
ケースがほとんどであるため、提供可能地域についての条
件や、提供可能な期間を一律に明確化することは困難で
す。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 線路設備調査の結果、
光ファイバ設備を即応さ
せる場合の条件等につい
ては別途接続約款変更の
認可申請が行われてい
る。 
 

 （イー・アクセス）  再意見 23－２（意見２３同旨）   
 
    

 
○ イー･アクセスの意見に賛同します。 
 提供条件を明確にする事はＮＴＴ東西と接続事業者と
の間の公平性の担保のみならず、スムーズな工事調整を可
能とします。なお、設備対応に要する期間については、配
線まで光ファイバーが敷設されている場合にはさらに短
期間での対応が可能と考えます。一方、土木工事が発生す
る等の要因で、期間を要する場合についてはその理由及
び、接続開始時期を明確にして事業者に提示する必要があ
ると考えます。 

 （ＫＤＤＩ） 

 



 

 

 

   
 意見 24 データベース整備により、個別の線路設備調査の所要時間

及び費用についても迅速化・低廉化されるはず。 
  再意見 24 今後とも線路設備調査の回答に要する

時間の短縮等に努めていく 
 考え方 24 

   
○ 弊社は昨年末より光回線設備の情報公開を要望してきましたが、内容も
不正確でありかつ時間及び費用もかかったため、このように接続に必要な
情報が公開になったことについては歓迎をいたします。しかしながら、こ
のようにデータベースが整えられることにより、個別の線路設備調査の所
要時間及び費用についても迅速化・低廉化されるはずであると考えます。 

 （イー・アクセス） 
 

○ 弊社としても、今後ともデータベースの整備等により、
線路設備調査の回答に要する時間の短縮等に努めていく
考えであり、これにより費用の低廉化も図られるものと考
えております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 

 光ファイバ設備の調査
の所要時間及び費用につ
いて、迅速化と低廉化に
今後とも努力される必要
がある。 
 

   
 意見 25 屋内配線の保守レベル如何。   再意見 25 屋内配線の保守レベルは利用者向けと

同様。 
 考え方 25 

   
○ 屋内配線の利用料のほとんどは保守コストであると想定いたしますが、
どのレベルまで保守をしていただけるのかを明確にしていただけるよう
要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

○ 具体的な要望がわかりませんが、屋内配線の保守レベル
については、弊社が利用者向けに提供する場合と同様のレ
ベルとなります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 （再意見において所要
の説明がなされている。） 
 

   
 意見 26 局間ファイバについて万全の体制で運用保守をして欲し

い。 
  再意見 26 中継ダークファイバについては２４時

間保守をする。 
 考え方 26 

   
○ ＮＴＴ東西が局間ファイバを利用する際には、端末回線とは異なる万全
の体制で運用保守をしていることと思います。したがいまして、接続事業

○ 現在の中継伝送路は基本的に２４時間保守を行ってお
り、他事業者様へ提供する中継ダークファイバについても

 （再意見において所要
の説明がなされている。） 



 

 

者にも同様の対応をしていただけるよう要望いたします。ＮＴＴ東西に対
してＮＴＴ東西がこれまで中継回線で行ってきた運用保守内容について
詳細にご説明いただき、接続事業者とＮＴＴ東西の間で公平性が確保され
るよう強く要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

既存の保守体制で対応可能であることから、同様の２４時
間保守を実施する考えです。 
 詳細な保守運用内容については、事業者間協議のなかで
説明させていただきます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
    再意見 27 試験受付にかかる費用は接続料から除

外すべき。 
 考え方 27 

   
 
 

○ 故障受付は、「ユーザからの受付」ではありますが、端
末回線ファイバの接続に関しては、ユーザからの問合せは
ＮＴＴ東西にはないことから、試験受付にかかる費用（約
３％）は接続料から除外すべきと考えます。 
 なお、試験受付接続事業者は、ユーザからの故障受付を
行い、接続事業者で切り分けを行った後、ＮＴＴ東西側に
原因がある場合は保守対応することとしており、保守に関
する費用も相当分を支払う契約を行っております。以上の
理由で、ドライカッパでは試験受付にかかる費用は除外さ
れていることを申し添えます。 

 （イー・アクセス） 
 

 試験受付の費用は接続
会計においても計上され
ており、所謂ドライカッ
パの接続料にも含まれて
いる。 
 これを光信号端末回線
伝送機能等の接続料から
除外すべき理由はない。 

   
 質問１ 光信号端末回線伝送機能と光信号中継伝送機能とはほぼ

同様の設備構成なのに料金に違いがある。 
  説明１  質問・説明に関する考え

方 
   
○ （前略） 
② 光信号端末回線伝送機能と光信号中継伝送機能の光ファイバ設備は、ほ
ぼ同様の設備から構成されているにもかかわらず、提供料金単位やその料
金額がに違いがあること。 
 （後略） 
 （ＭＣＩワールドコム） 
 

○ 光信号端末回線伝送機能及び光信号中継伝送機能につ
いては、構成される芯線の素材は同じであるものの、光化
の進展状況、設備の使用効率、１ケーブル当りの芯線数の
多寡、設備の維持運営体制、架空ケーブルと地下ケーブル
の構成割合など様々な差異があることから、各々独自のコ
スト発生態様が料金水準に反映されているものと考えて
おります。 
 光中継伝送機能の料金体系については、弊社に先行して
競争的に光ファイバ設備を提供している事業者等におい
ては、距離別が一般的であることから、距離別の料金体系

 質問に対する説明が認
可申請者よりなされてい
るところであり、今後新
たな事態等により説明内
容に変更が生じた場合に
は、適宜見直しが行われ
ていくことが望まれる。 
 



 

 

として１ｍあたりの料金を設定いたしました。また、光信
号端末回線伝送機能については、ドライカッパ（帯域分割
端末回線伝送機能）が距離に拠らない料金体系であるこ
と、提供エリアが弊社収容ビルから一定の距離の範囲内
（収容区域内）に限られること、既存の他の端末回線伝送
機能（ＰＨＳ基地局回線、接続専用線における端末回線部
分）の接続料が距離に拠らない料金体系であることを考慮
し、距離別ではなく回線あたり均一の料金としておりま
す。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 質問２ 加入者線コストをケーブル長比等でメタル／光に分ける

理由如何。 
  説明２   

   
○ （前略） 
各算定方法については、簡単なコスト算定方法が提示されているに過ぎず、
各コスト項目の詳細データやその算定方法やデータを用いる理由（例え
ば、加入者線コストをなぜケーブル長比等でメタル／光に分けるのか等）、
アンケート実施方法・結果等の妥当性を担保するだけの情報がないこと等
が、この料金算定根拠に疑問を抱かせるものにしております。 
 （後略） 
 （ＭＣＩワールドコム） 
 

○ 接続料の算定根拠資料については、企業秘密の保持、株
主の権利保護及び物品納入メーカ等関係者の利益保護を
考慮しつつ、現在の接続ルールの趣旨を尊重し出来るだけ
透明性や信頼性に配意し作成しているものであり、その算
出過程について明確にしているものと考えております。 
 なお、加入線コストのうち線路設備の保守に直接かかわ
るものについては線路設備の物量に関係して増減すると
考えられるためケーブル芯線長比により、また、管路にか
かるコストについては管路に敷設されているケーブル量
に関係して増減すると考えられることから管路ケーブル
長比により光、メタルに分計しております。 
 弊社の光アクセスサービスにかかる利用意向調査につ
いてはそのサンプル数を、個人調査において４０００件、
事業所調査については約３０００件としており、アンケー
ト調査の母数としては十分なものであると考えておりま
す。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
 質問３ 光ファイバの芯線長とその他の加入者回線の芯線長比の

開示を要望。 
  説明３   



 

 

   
○ メタル回線とのコスト配賦方法について 
① 施設保全費 
本費用は芯線長比で配賦しておりますが、この比率や実際の長さが不

明です。本機能の芯線長と、その他の加入者回線長等の開示を要望しま
す。 

②芯線長の単位および内訳 
 線路設備の保守に直接かかわるものと、そうでないものの比率等の内
訳が不明なため、全て芯線長比で配賦されているとして、「料金設定に
使用した回線数」を基に１回線あたりの施設保全費を算定すると以下の
とおりとなります。回線あたりで費用を見ると光回線は、メタル回線の
約２３倍と大きな差となっており、この結果から、長さに大きな差があ
るものと想定されます。 
 光回線        光以外 
約１４４，３００円   約６，３００円 

＊ １００円単位で四捨五入した。 
 また、「料金設定に使用した回線数」において、メタル回線は２線式
及び４線式の双方とも回線数そのままを使っておりますが、光回線につ
いては２芯のものを２回線と変換しており、結果として光回線のみが芯
線という単位になっています。ここで用いられた芯線長比も同様な考え
方で算定されているかは不明ですが、一方のみを芯線に変換する事は整
合性が崩れるため、合理的とは考えられません。本算定に用いられてい
る単位が回線、対数あるいは１線あたりなのかが不明なため芯線長や変
換の有無等の情報について公開を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 

○ 市内線路の施設保全費を光・メタル別に分計する際に用
いた芯線長は以下のとおりです。 

施設保全費の光・メタル分計に用いた芯線長 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
   
 質問４ 配賦等の内訳の公開を要望。   説明４   
   
○ メタル回線とのコスト配賦方法について 
③正味資産価額による配賦 
 減価償却費及び固定資産除却費については正味資産価額を用いて配
賦しておりますが、これまで長期にわたって利用してきたと考えられる
メタル回線と比較的新しい設備である光回線では後者の方により多く
配賦されるため、光回線に配賦されるコストが少なくなるような方法に
ついても検討が必要と考えられます。また、設備によっては個別把握が

○ 減価償却費、固定資産除却損を光、メタル別に分計する
際には、個別把握できる市内線路設備（光ケーブル、メタ
ルケーブル）については直接賦課しており、それ以外の個
別把握ができない設備（機械設備、土木設備、建物、構築
物、機械及び装置、車両及び船舶、工具・器具及び備品、
土地、建設仮勘定、無形固定資産）については、正味固定
資産額比で分計しております。 
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できるものは直課し、それ以外では正味価額で配賦されているものがあ
りますが、個別把握しているものの内訳、正味資産価額で配賦している
内訳が不明ですので内訳の公開を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

 この正味固定資産額比のもととなる正味固定資産額は、
算定根拠別紙２に示したとおり、線路・土木設備の正味固
定資産額比により分計しているのではなく、線路・土木設
備の取得固定資産額比（土木設備については管路ケーブル
長比）により分計したものであり、ご指摘のように比較的
新しい光回線に多くコストが配賦されているということ
はありません。 （ＮＴＴ東日本・西日本） 

 
   
 質問５ 加入者数等の需要予測について開示を要望。   説明５   
   
○ 需要予測について 
①需要予測の方法 

   平成１９年度の芯線数が５，４９４千芯となっておりますが、ユーザ
が利用する際は１回線を２芯で利用したり、マンションやビル需要等に
おいては１芯あるいは２芯を複数のユーザで利用する事も考えられる
ため、加入者数というベースでの需要が不明です。加入者数での需要、
利用意向調査の内容、予測方法等の具体的内容及び予備芯線がある場合
にはその芯線数の開示を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

○ 平成１９年度末の加入者光ファイバを利用するサービ
スの加入数は他事業者が使用する加入者光ファイバは１
芯あたり１契約を前提として９００万加入程度を想定し
ております。 
 将来的な光サービスの需要予測は、既存の光サービスで
あるＩＮＳ１５００や高速専用線等については過去のト
レンドから今後の需要を推計しており、新規サービスであ
る光・ＩＰ通信網サービス（仮称）については弊社が実施
した利用意向調査結果（調査数：個人調査４０００件、事
業所調査約３０００件＜東西計＞）をもとに総務省発表の
インターネット普及率や今後計画しているエリア展開等

 

（例）建物の場合

算定根拠資料　別紙２　光信号端末回線伝送機能の固定資産明細表より (単位：百万円)

加入者回線
光信号端末 左記以外
伝送路 居外ＲＴ 左記以外

収容
建物 取得価額 184,358 16,655 7,963 159,739

減価償却累計額 取得資産額比（線路・土木） 82,520 7,455 3,564 71,500
正味価額 101,838 9,200 4,399 88,238

市内線路取得価額 直接賦課・芯線数比 4,526,824 224,972 191,470 4,110,381
土木設備取得価額 管路ケーブル長比 3,470,388 497,515 153,987 2,818,885
計 7,997,212 722,487 345,457 6,929,266

構成比(取得資産額比（線路・土木）） 100.0% 9.0%9.0%9.0%9.0% 4.3%4.3%4.3%4.3% 86.6%86.6%86.6%86.6%

上記のとおり建物の正味固定資産は取得資産額比（線路・土木）により光・メタルに分計されております。



 

 

を加味した需要予測を行っております。こうして予測した
加入数をもとに各サービスにおける芯線の利用形態（１ま
たは２芯線占有して使用するか、共用するか等）を踏まえ
て加入数ベースの需要に対応して必要となる加入者光フ
ァイバ芯線数を算定しております。 
 なお、平成１９年度には加入者光ファイバの芯線使用率
は現在のメタル回線並みの約６割になると想定しており
ます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 質問６ 人件費伸び率等についても公開を要望。   説明６   
   
○ 需要予測について 
②設備管理運営費の算定に用いた係数等 
  別添１の表によると、平成１９年度までの費用を算定するにあたり、
前年度値に人件費伸率や消費者物価指数などを用いた率を乗じたり、会
社間取引等も加味しているようですが、算定方法（計算式）だけでなく、
以下の具体的数字について公開を要望いたします。 
「人件費伸び率」、「取得固定資産伸率」、「正味固定資産伸率」、「ＣＰＩ」、
「効率化」、「事業化」、「会社間取引」 

 （ＫＤＤＩ） 
 

○ 平成１９年度までの費用の算定については、以下の伸び
率等をもとに算定しております。 
 人件費については、平成１２年度実績見込み及び平成１
３年度事業計画をもとにした人件費伸び率に取得固定資
産の伸びを考慮し、算定期間における年平均で２.０％程
度の人件費変動率を用いて算定しております。 
 また物件費については、ＣＰＩ（消費者物価指数変動率）
に、一般物件費の伸びの一定の抑制である効率化及び取得
固定資産の伸びを考慮し、さらにグループ会社へ業務を委
託している事業化分の作業委託費の一定の効率化を織り
込んで、年平均７.８％程度の伸びを見込んで算定してお
ります。 
 なお、会社間取引については、平成１１年７月の会社再
編成以後、持株会社との間で行われることとなった、グル
ープ経営運営費、研究開発負担金の取引分について個別に
算定しているものであります。 
 取得固定資産伸び率については年平均８.１％程度、正
味固定資産伸び率については年平均６.５％程度となって
おり、減価償却費及び固定資産除却費の算定で用いている
設備別正味固定資産伸び率については線路設備は８.３％
程度、土木設備は４.５％程度、その他の設備は概ね７.
１％程度となっております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 

 



 

 

 
   
 質問７ 光信号端末回線伝送機能について、設備区分別の内訳の公

開を要望。 
  説明７   

   
○ 「端末回線伝送機能（光信号端末回線）」の算定について何点かの質問
と内訳の公開を要望しておりますが、光信号中継伝送機能におきまして
も、正味資産価額で配賦されている費用については設備量に見合った配賦
を行う等、光回線に配賦されるコストが少なくなるような方法について検
討が必要と考えられます。 
内訳に関しましても前項（端末回線伝送機能）と同様に、個別把握して
いるものの内訳、正味価額で配賦している内訳が不明です。また、別紙３
の費用につきましては、ＧＣ以下の伝送路の合計が対象となっております
が、「設備区分別の費用明細表」におけるどの区分にどれだけの金額が入
っているのか不明ですので、内訳の公開を要望します。詳細な精査につき
ましても同様に、内訳が公開された後にヒアリング等で議論が必要と考え
ます。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

○ 減価償却費、固定資産除却損を光、メタル別に分計する
際には、個別把握できる線路設備（光ケーブル、メタルケ
ーブル）については直接賦課しており、それ以外の個別把
握ができない設備（機械設備、土木設備、建物、構築物、
機械及び装置、車両及び船舶、工具・器具及び備品、土地、
建設仮勘定、無形固定資産）については、正味固定資産額
比で分計しております。 
 この正味固定資産額比のもととなる正味固定資産額は、
算定根拠別紙４に示したとおり、線路・土木設備の正味固
定資産比により分計しているのではなく、機械設備～線路
設備の取得固定資産額比（土木設備については管路ケーブ
ル長比）により分計したものであり、ご指摘のように光回
線に多くコストが配賦されているということはありませ
ん。 
 なお、「端末系交換設備」に含まれる「ＧＣ以下伝送路」
の費用内訳は以下のとおりです。 

GC 以下伝送路費用 
（単位：百万円） 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
 質問８－１ 光ファイバ設備とメタル回線の区分について説明し

て欲しい。 
  説明８   

   

営業費
施設
保全費

共通費
管理費

試験
研究費

通信設
備
使用料

租税
公課

減価
償却費

除却費 合計

端末系交換
設備 49263,342 96,970 54,176 6,941 27,097350,865 41,778841,223

（再）ＧＣ
以下伝送路 13 34,994 12,866 5,812 2,853 8,703 83,276 14,358162,878



 

 

○ P.14 に「端末回線設備の固定資産明細表」があり、「光（ケース③）」「光
＋メタル（ケース②）」「メタル（ケース①）」の３種類に区分されていま
すが、その区分の方法が不明確です。「設備区分固定資産明細表の加入者
回線および主配線盤をもとに算定」したとのことですが、どの項目をどう 

○ 数字の関係（計算過程）は以下（別紙１参照）のとおり
となっております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

計算すればこの３ケースに分けることができたのか全く確認することが  質問８－２（質問８－１同旨）   
できません。このようにＮＴＴ東西の接続料算定根拠では計算過程が途中
で途絶えることが数多く、適正な接続料かどうかの判断ができかねないの
が大変問題になっております。したがって、ＮＴＴ東西に p.19～p.22 ま
での「設備区分固定資産明細表」の数字から p.14 の線路設備（市内線路
設備）の数字を算定するまでの計算式を提示いただけるよう強く要望いた
します。 
 （イー・アクセス） 

 
○ イー･アクセスの意見に賛同します。 
 本意見で指摘しているとおり、計算過程が途中で途絶え
る事が多く、接続料の妥当性について判断できません。弊
社意見書でも数字の不明な点については公開を要望して
おりますが、重ねて数字を算定するまでの計算式について
も提示する事を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 
 

 

   
 質問９ 「芯数＝回線数ｘサービス芯数」であることを確認してい

ただきたい。 
  説明９   

   
○ 需要数は H11 年度実績で 25 万芯とのことですが、これは平成 11年度実
績の回線数にサービス芯数を乗じて算定しているのかどうかＮＴＴ東西
にご確認いただきたいと考えます。 
＜光品目総芯線数（Ｈ11年度実績）＞ 

 回線数 芯数 
１芯式（タイプ１以外） 13,694   13,694   
１芯式（タイプ１） 748   748   
２芯式（タイプ１以外） 117,428   234,856   
２芯式（タイプ１） 186   372   

合   計 ------------ 249,670   
 （イー・アクセス） 
 

○ 平成１１年度の需要数２５万芯は、契約端末回線数実績
に回線ごとの芯線数（例えばＩＮＳ１５００は１回線当り
２芯）を乗じて算定しております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
 質問 10 施設設置負担金見合い額の「レートベース残高率」の考え

方如何。 
  説明 10   

   
○ 施設設置負担金について 
施設設置負担金の算定根拠にある「レートベース残高率」についてです

○ 加算額については、施設設置負担金の有無による利用者
間の負担の公平性等の観点から接続料においても利用者

 



 

 

が、施設設置負担金の圧縮記帳は市内線路において行われており、算定根
拠 p.14 にあるようにＮＴＴ東西の市内線路の累計償却率（減価償却累計
額÷取得原価）は、ケース①（メタル）が７６％、ケース②（光＋メタル）
が６３％、ケース③（光）が４７％、３ケースの合計が７５％となってお
ります。ＮＴＴ東西がレートベース残高をこの３ケースに分類して使用し
ているならば、ケース③について言えばレートベース残高 0.5 で理解でき
ます。しかしながら、ＮＴＴ東西はレートベース残高をメタル品目にも光
品目にも平均して 0.5 を使用しています。平均値として使用するならば、
３ケースの合計の累計償却率７５％から考慮して、レートベース残高は 0.
25 に設定すべきと考えます。 

 （イー・アクセス） 
 

料金と同様の格差を設けているものであります。 

 接続料の加算額は、メタル系サービスの場合も光系サー
ビスの場合も、施設設置負担金のユーザ料金額を耐用年数
に対応した月数で除すことにより算定しており（減価償却
費相当）、これに付随して生じる自己資本費用、他人資本
費用及び利益対応税相当の算定で用いるレートベース残
高率についても、上記の耐用年数で除している考え方との
整合性を考慮し、定額法の場合の理論式である「接続約款
の料金表第２網改造料の算定式（注）に準じて算定し「０．
５」としているものであり妥当であると考えます。 （※）
施設設置負担金は、全額が圧縮されることから、残存価額
は「０」としています 
 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 質問 11 市内線路設備について、端末回線と中継回線とにどのよう

に配賦しているかが分からない。 
  説明 11   

   
○ 市外線路設備は中継回線に直接賦課可能ですが、市内線路設備は端末回
線と中継回線に配賦する必要があります。ＮＴＴ接続約款では、もともと
「端末回線の市内線路設備」と「中継回線の市内線路設備」は分計されて
いるように記載されていますが、市内線路設備の減価償却費について、端
末回線と中継回線とにどのように分配したかという算定式は見当たりま
せん。したがいまして、ＮＴＴ東西に市内線路設備の端末回線と中継回線ＮＴＴ東西に市内線路設備の端末回線と中継回線ＮＴＴ東西に市内線路設備の端末回線と中継回線ＮＴＴ東西に市内線路設備の端末回線と中継回線
の分計方法について明確にご説明いただけるよう強く要望いたしますの分計方法について明確にご説明いただけるよう強く要望いたしますの分計方法について明確にご説明いただけるよう強く要望いたしますの分計方法について明確にご説明いただけるよう強く要望いたします。分
計が実績データによるものであるとするならば、ケーブルごとに端末回線
で使用しているものか中継回線で使用しているものか区別して管理でき
ているはずと考えますし、ケーブル単位で中継回線を管理できているなら
ば、局間ダークファイバの線路調査に何ヶ月もの期間を必要としなかった
であろうと考えるからです。 

 （イー・アクセス） 
 

○ 接続会計算定上、市内線路設備の端末回線と中継回線別
の減価償却費については、個別に把握しております。 
 光ファイバの線路調査は、他事業者様の利用要望に対す
る当該区間の提供可能芯線数、及び該当芯線を利用する際
に必要となる設備情報（伝送損失、立ち上げ位置等）を個
別調査するものであり、経理上の固定資産管理とは別物で
あります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   

当該設備の取得
固定資産価額 －

当該設備の取得
固定資産価額

－残存価額（※）

２

（注）正味固定資産価額＝
当該設備の取得
固定資産価額 －

当該設備の取得
固定資産価額

－残存価額（※）

２

（注）正味固定資産価額＝



 

 

 質問 12 端末回線と中継回線の定義について問う。   説明 12   
   
○端末回線と中継回線の定義の明確化について 
（第３条）用語の定義（第３条）用語の定義（第３条）用語の定義（第３条）用語の定義    
用語 意    味 
1～85（略） （略） 
86 光信号端末回
線 

光信号の伝送に係る端末回線（その区間におい
て伝送装置及びその付属設備を設置しないも
のに限ります。） 

87 光信号中継回
線 

当社の通信用建物（当社が別に定める当社以外
の建物を含みます。）間の光信号の伝送にかか
る伝送路設備（その区間において伝送装置及び
その付属設備を設置しないものに限ります。） 

88 光回線設備 光信号端末回線及び光信号中継回線 
89 ＩＰ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的

としてインターネットプロトコルにより符号
の伝送交換を行うための当社の電気通信回線
設備（収容局ルータ（インターネットプロトコ
ルにより符号を交換するための電気通信設備
であって、契約者を収容し事業者毎の振り分け
機能を有しないものをいいます。以下同じとし
ます。）、中継局ルータ（インターネットプロト
コルにより符号を交換するための電気通信設
備であって、収容局ルータと対向するものをい
います。以下同じとします。）、その間の伝送路
設備及びこれと一体として設置される交換設
備並びにこれらの付属設備に限ります。） 

90 （略） （略） 
 上記の定義だと、ＮＴＴのビルとＮＴＴ東西以外の会社が所有しており、
ＮＴＴ東西が賃借しているビルの間の光ファイバは局間回線との取り扱
いになると理解しておりますが、下記の図のような利用の場合、性質とし
ては端末回線とする方が自然であると考えます。従いまして、下記のよう
な利用形態であれば、上記の定義にかかわらず端末回線とすべきだと考え
ます 

○ ご指摘のような弊社が賃借しているビルにおける、当社
コロケーションフロア以外での利用形態については、当社
としても端末回線として扱う考えです。ただし、現実的な
問題として、通信用設備を設置するために当社が賃借して
いるビルと当社通信用建物間の光ファイバについては、局
間光回線として扱われる形態と加入者光回線として扱わ
れる形態が存在しております。ご利用いただく他事業者様
にはわかりにくいことから、事前のホームページの情報開
示において、下記のように開示しております。 
○ 局間光回線の扱い 
 弊社が賃借しているビルへの局間光回線については、
接続約款案第 94 条の７第１項第３号の規定により、「全
芯線数及び未利用芯線数（芯線数は範囲で提供します。）
並びに区間距離」を開示致します。 
○ 加入者光回線の扱い 
 弊社が賃借しているビルへの加入者光回線について
は、当該ビルへの端末回線の設置の有無をホームページ
上の局間回線の情報にあわせて開示致します。 

 本情報の開示に伴い、当該ビルにおける他事業者様のコ
ロケーション設備等を踏まえた選択が可能となるものと
考えております。（注）局間光回線の“全芯線数”は現在

精査中であることから、確定し次第、情報開示致します。 
 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

【中継光ファイバ提供可能区間表（東京エリア（東京２３区））】
凡例
※3：　中継光ファイバとあわせて加入光ファイバ設備があります。

起点ビル 終点ビル ファイバ種別 未利用芯線状況 概算ケーブル長 光ケーブル敷設計画 備考

新宿 新宿別 ＳＭ Ａ ０．１ ※３

〜

現在開示中の情報

〜

【中継光ファイバ提供可能区間表（東京エリア（東京２３区））】
凡例
※3：　中継光ファイバとあわせて加入光ファイバ設備があります。

起点ビル 終点ビル ファイバ種別 未利用芯線状況 概算ケーブル長 光ケーブル敷設計画 備考

新宿 新宿別 ＳＭ Ａ ０．１ ※３

〜

現在開示中の情報

〜

【中継光ファイバ提供可能区間表（東京エリア（東京２３区））】
凡例
※3：　中継光ファイバとあわせて加入光ファイバ設備があります。

起点ビル 終点ビル ファイバ種別 未利用芯線状況 概算ケーブル長 光ケーブル敷設計画 備考

新宿 新宿別 ＳＭ Ａ ０．１ ※３

〜

現在開示中の情報

〜

【中継光ファイバ提供可能区間表（東京エリア（東京２３区））】
凡例
※3：　中継光ファイバとあわせて加入光ファイバ設備があります。

起点ビル 終点ビル ファイバ種別 未利用芯線状況 概算ケーブル長 光ケーブル敷設計画 備考

新宿 新宿別 ＳＭ Ａ ０．１ ※３

〜

現在開示中の情報

〜



 

 

 （イー・アクセス） 
 
 

 

ＮＴＴ東西のビル ＮＴＴ東西以外所有のビル 

ＮＴＴ東西がコロケー

ションしているフロア 

CTF 



 

 

 
Ⅱ ルーティング伝送機能の接続料 

意見等 再意見等 考え方 
   
 意見 28 ルーティング伝送機能の接続料の算定根拠には依然とし

て不明確な点が多々見受けられる。 
  再意見 28－１（意見 28同旨）  考え方 28 

   
○ 変更案でのルーティング伝送機能の接続料算定も、その算定根拠に不明
確な点が多々見受けられ、NTT 地域会社の非効率が接続事業者へ転嫁され
る可能性を拭い去ることはできないと考えます。算定方法については、光
ファイバ設備の接続料金算定と同様に、簡単なコスト算定方法が提示され
ているに過ぎず、各コスト項目の詳細データやその算定方法やデータを用
いる理由、アンケート実施方法・結果等の妥当性を担保するだけの情報が
ないこと等が、この料金算定根拠に疑問を抱かせるものにしております。
そもそも、地域市場を独占している事業者が、その独占設備部分と非指定
電気通信設備をバンドルしたサービスを提供することは、市場の独占性や
ボトルネック性がこの伝送機能に反映されることになるため、ルーティン
グ伝送機能の接続料金算定には、算定方法が明確で、市場独占事業者の非
効率が含まれる可能性が少ない LRIC を用いるべきであると考えます。 

 （ＭＣＩワールドコム） 
 

○ 算定根拠に関してＮＴＴ東西の情報開示が不十分であ
るため情報公開を行っていただきたいという各社の意見
に賛成いたします。 
 弊社はパブリックコメント以前に算定根拠の説明をＮ
ＴＴ東日本にお願いしましたが、時間がとれない、パブリ
ックコメントの手続で質問を受付けるなどの理由でご説
明いただけませんでした。その後、ＮＴＴ東日本へ質問表
も送付いたしましたが、ご回答いただけませんでした。パ
ブリックコメントで質問するための必要な情報を接続事
業者は与えられておらず、質問した内容に対してＮＴＴ東
西が全ての質問に回答する義務が課せられているわけで
もないのが現状です。 
 したがいまして、パブリックコメントでの質問について
はＮＴＴ東西により全て回答していただくとともに、パブ
リックコメント以外でもＮＴＴ東西へ接続料の説明責任
を課していただけるよう強く要望いたします。 
（イー・アクセス） 
 

○ 接続料の算定根拠については、不明確な点が多く、ケイ
ディーディーアイ株式会社殿他多数の事業者殿から、具体
的な数値の開示が要望されております。接続料の妥当性を
担保するために必要な情報であることから、各事業者から
ご指摘のあった事項につき、開示を要望します。 
（ＪＴ） 
 

 本件接続料の算定根拠
は公表されているが、そ
れに加えて、アンケート
実施方法・結果等につい
て別紙２のとおりＮＴＴ
東日本・西日本より提出
された。 
 なお、ルーティング伝
送機能は全て指定電気通
信設備のみから構成され
ている。 
 

  再意見 28－２ 接続料の算出過程は明確にしている。   
  

○ 弊社の接続料金算定根拠については、企業秘密の保持、
株主の権利保護及び物品納入メーカ等関係者の利益保護

 



 

 

を考慮しつつ、現在の接続ルールの趣旨を尊重し出来るだ
け透明性や信頼性に配意し作成しているものであり、その
算出過程について明確にしているものと考えております。 
 ルーティング伝送機能については、効率性が反映された
将来原価方式による年経費の算定を行なっており、接続料
の十分な低廉化が図られているものと認識しております。
また、諸外国でもＩＰサービスに対する規制はなく、ＬＲ
ＩＣによる算定を行う必要はないと考えております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見 29 フレッツＡＤＳＬに関して、接続料が利用者料金を上回っ

ている。 
  再意見 29 サービス全体として接続料の水準は利

用者料金の水準を下回っている。 
 考え方 29 

   
○ ルーティング伝送機能に関して 
ＮＴＴ西日本における以下に述べるサービスにおける利用者料金と接
続料に大差が生じている。このことから、提供料金を少なくとも利用者料
金と同額とすることを強く要望する。 

 １ ATM インターフェイス（２４Mｂｐｓ）はフレッツ ADSL に提供されて
いるものと同様のものであり、本サービス利用は 54,855 円/1.5M・月
（877,683/16）で フレッツ ADSL の 800 円/1.5M・月（＝4600－3800）
と７０倍近い差が生じている結果となっている。 
２ ＬＡＮインターフェイス（１００Ｍｂｐｓ）はアーバンイーサで提供
されるものとはインターフェイスは相違するものの伝送機能に酷似し
たサービスである。しかしながら料金は 649047 円と 153000 円という４
倍以上の差がここにもある。 
（大阪めたりっく通信） 
 

○ ルーティング伝送機能・ＡＴＭインタフェース（２４Ｍ
ｂｐｓ）の料金が、フレッツＡＤＳＬと７０倍近い差が生
じているとのご指摘ですが、示されている料金（５４，８
５５円）は、ユーザ単位の接続料ではなく、ポート単位（２
４Ｍｂｐｓ）の料金を１．５Ｍ換算したものであり、また、
フレッツＡＤＳＬの８００円という金額についても販売
費用を含むユーザ料金のフレッツＡＤＳＬとＡＤＳＬ接
続サービスの差分を指していると考えられ（下図参照）、
地域ＩＰ網部分（ルーティング伝送機能相当）の料金を正
確に表しているものではないため、これらの数値を比較し
て、ルーティング伝送機能の接続料とユーザ料金との検証
を行うことは意味がないと考えます。 

（参考）大阪メタリック様の想定されるＡＤＳＬコストイメ
ージ 

 ルーティング伝送機能
に関して、「８００円」は
１利用者当たりの利用者
向け料金（但し実際には
「８００円＋振分装置相
当額」）であるのに対し
て、「５４，８００円」は
ポート１．５Ｍｂｐｓあ
たりの接続料であり、比
較のベースが異なってい
る。 
 



 

 

※｢ﾌﾚｯﾂ ADSL(4,600 円）｣と「ADSL 接続ｻｰﾋﾞｽ(3,800 円)｣の
差額 800 円は、ﾕｰｻﾞ料金には営業費を含む上、上図のとおり
「事業者振分装置」分が正確に対応していないため、地域 I
P 網の料金とは一致しません。 
 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見 30 ＡＤＳＬ用バックボーンが光サービス用バックボーン（Ｌ

ＡＮインタフェース）との対比で割高。 
  再意見 30－１（意見 30同旨）  考え方 30 

   
○ 地域ＩＰ網のバックボーン・アクセスの開放は、事業基盤が地域に限ら
れている地域ＩＳＰにとって、スループット向上、低廉な料金での地域バ
ックボーン構築などサービス提供の多様化のカギを握る重要な要素であ
ります。 

  バックボーン（ルーティング伝送機能）への接続料は、従来の専用線と
異なり、距離に関係なくポート単位で設定されているなど利便性の高いも
のとなっているが、接続料の設定において、ＡＤＳＬサービスに用いられ
るＡＴＭインタフェース（２４Ｍｂｐｓ）とＦＴＴＨ（光）サービスに用
いられるＬＡＮインタフェース（１００Ｍｂｐｓ）とでは、利用帯域の狭
いＡＴＭインタフェースの接続料が極めて高額であるなど、現在提供され
ている最終ユーザーへの提供価格の価格差を反映した接続料設定とはな
っていません。 

  このような接続料設定は、たとえ意図せずともＡＤＳＬサービスの普及
を阻害する要因ともなるので、例えば、フレッツシリーズで最終ユーザー

○ 地域ＩＰ網のバックボーン・アクセスの開放は、事業基
盤が地域に限られている地域ＩＳＰにとって、スループッ
ト向上、低廉な料金での地域バックボーン構築などサービ
ス提供の多様化のカギを握る重要な要素であります。 
 バックボーン（ルーティング伝送機能）への接続料は、
従来の専用線と異なり、距離に関係なくポート単位で設定
されているなど利便性の高いものとなっているが、接続料
の設定において、ＡＤＳＬサービスに用いられるＡＴＭイ
ンタフェース（２４Ｍｂｐｓ）とＦＴＴＨ（光）サービス
に用いられるＬＡＮインタフェース（１００Ｍｂｐｓ）と
では、利用帯域の狭いＡＴＭインタフェースの接続料が極
めて高額であるなど、現在提供されている最終ユーザーへ
の提供価格の価格差を反映された接続料設定とはなって
はいないものと考えます。 

 ダークファイバを使用
せずにＡＴＭ専用線を利
用していることが料金が
高い要因になっているの
であればダークファイバ
の利用等に切り替えるこ
とを検討することが望ま
れる。 
 

地域ＩＰ網

ADSL収容ビル装置
（DSLAM）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ADSLﾓﾃﾞﾑ

ＩＳＰ

ADSL収容ビル装置（
DSLAM）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ADSLﾓﾃﾞﾑ

事業者振分装置事業者振分装置事業者振分装置事業者振分装置

ＩＳＰ

ﾌﾚｯﾂADSL ADSL接続ｻｰﾋﾞｽ

3,8003,8003,8003,800円円円円
((((電話重畳電話重畳電話重畳電話重畳))))
※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機
器利用料等器利用料等器利用料等器利用料等
を含むを含むを含むを含む

4,6004,6004,6004,600円円円円
((((電話重畳電話重畳電話重畳電話重畳))))
※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器
利用料等を含利用料等を含利用料等を含利用料等を含
むむむむ

800800800800円円円円
((((差分差分差分差分))))地域ＩＰ網

ADSL収容ビル装置
（DSLAM）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ
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DSLAM）

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ｽﾌﾟﾘｯﾀ

ADSLﾓﾃﾞﾑ

事業者振分装置事業者振分装置事業者振分装置事業者振分装置

ＩＳＰ

ﾌﾚｯﾂADSL ADSL接続ｻｰﾋﾞｽ

3,8003,8003,8003,800円円円円
((((電話重畳電話重畳電話重畳電話重畳))))
※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機※ﾚﾝﾀﾙの機
器利用料等器利用料等器利用料等器利用料等
を含むを含むを含むを含む

4,6004,6004,6004,600円円円円
((((電話重畳電話重畳電話重畳電話重畳))))
※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器※ﾚﾝﾀﾙの機器
利用料等を含利用料等を含利用料等を含利用料等を含
むむむむ

800800800800円円円円
((((差分差分差分差分))))



 

 

に提供している加入者系の料金格差や利用帯域に応じて接続料に格差を
設定するなど、早急にＡＤＳＬ用バックボーンの接続料の引き下げを実施
していただくことを切望いたします。 

 （テレサ協） 
 

 このような接続料設定は、たとえ意図せずともＡＤＳＬ
サービスの普及を阻害する要因ともなるので、例えば、フ
レッツシリーズで最終ユーザーに提供している加入者系
の料金格差や利用帯域に応じて接続料に格差を設定する
など、早急にＡＤＳＬ用バックボーンの接続料の引き下げ
を実施していただくことを切望いたします。 
（テレサ協） 
 

 再意見 30－２ フレッツＡＤＳＬで使用する地域ＩＰ
網がＡＴＭ専用線を用いているのに対し、ファ
ストイーサのインタフェースの地域ＩＰ網は
光ファイバ設備を用いており、そのコスト等が
料金に反映されている。 

 

  
○ 地域ＩＰ網の接続料は、インタフェースごとの設備構成
を反映して算定しております。インタフェースがＡＴＭ
（ＯＣ－３）＜フレッツ・ＡＤＳＬで使用＞のルータが接
続されている地域ＩＰ網は、実際に収容ビル～中継ビル間
にＡＴＭ専用線を使用していることから、ＡＴＭ専用線を
利用した設備構成モデルにより、ＡＴＭ専用接続料金をベ
ースに料金算定しております。 
 一方、今後新たに構築するインタフェースがファストイ
ーサのルータが接続される地域ＩＰ網については、収容ビ
ル～中継ビル間に光ファイバ設備を利用することを想定
した設備構成モデルにより料金算定しており、そのコスト
差が料金に反映されていることから、特段の問題はないも
のと考えます。 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 

   
 意見 31 需要等の見直しが実際と大幅に異なったときには見直し

が必要。 
  再意見 31 需要やコストによっては接続料も随時

見直す。 
 考え方 31 

   
○ 申請案においては、５年間の将来原価に基づき算定されております。し
かながら、データ伝送の急速な拡大を考えると、今回の予測と実際の需
要・コストが大きく乖離することも想定され、５年間接続料見直しを行わ

○ 将来原価方式は、算定期間を通算してコストを回収する
方式であり、算定期間中は料金を見直さないことが基本と
考えますが、算定期間中における需要やコストの見込み

 ルーティング伝送機能
の接続料は本件申請では
５年間の算定期間が設け



 

 

ないことは不適当であると考えます。1(1)光信号端末回線と同様、申請さ
れた料金は、原価算定期間である５年間据え置くのではなく、定期的に料
金の見直しを行うべきと考えます。 

 （ＪＴ） 
 

が、今回の算定の前提と大きく乖離する場合には、料金見
直しの検討も必要と考えます。 （ＮＴＴ東日本・西日本）） 

 

られているところである
が、コストや需要の動向
を勘案し、５年後を待た
ずとも、必要に応じて適
時の見直しがなされてい
く必要がある。 
 

   
 質問 13 地域ＩＰ網に関して、ルータあたりの最大収容ポート数等

について提示して欲しい。 
  説明 13  質問・説明に関する考え

方 
   
○ １ポート当たり何加入を収容できるのか、１ルータ当たり何ポート収容
しているのか、ＡＴＭメガリンクやダークファイバの平均局間距離は何ｋ
ｍか、何回線・何芯かといった前提条件がないため、このコストを適正か
どうか判断することはできません。したがいまして、各３つの接続料につ
いて、ポート当たりの最大収容加入数、ルータ当たりの最大収容ポート数、
ＡＴＭメガリンクやダークファイバの回線数・芯数、平均局間距離をＮＴ
Ｔ東西にご提示いただけるよう要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

○ １ポートに収容する最大ユーザ数は、他事業者様側で想
定する平均的なスループットに応じて決定されるもので
あることから、他事業者様側にて決めるものと考えます。
ただし、１ポートへ同時に収容可能なＰＰＰセッション数
の上限値やＶＣおよびＶＬＡＮ－ＩＤあたりのＰＰＰセ
ッション数などの設定については、他事業者様との相互接
続協議の中で明らかにする考えです。 
 ポートを同一のルータへ幾つまとめて収容するかは、適
用する機器スペックに依存し、経済的な網構築が可能とな
るよう随時見直されるものから、ルータあたりの最大収容
ポート数は画一的に決めにくいものです。（なお、今回の
算定では、ＩＳＤＮは２０ポート収容、その他は１ポート
収容としております。） 
 ＡＴＭメガリンクやダークファイバ回線数は、サービス
エリアの展開計画を加味し、平成１７年度末までにメガリ
ンク約３千回線、ダークファイバ 約７千芯規模を見込ん
で算定しております。 
 平均局間距離は、サービス展開計画に基づく収容ビルと
中継ビル間の平均距離に見合うＭＡ内外の距離を展開ビ
ル数で加重平均して算定しております。  
 ＡＴＭメガリンクについては、「ＭＡ内」～「ＭＡ間５
０ｋｍ」までの距離区分を適用しております。また、ダー
クファイバ距離についても同様に算定し、約１５～７０ｋ
ｍまでの距離を組み合わせて算定しております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 

 質問に対する説明が認
可申請者よりなされてい
るところであり、今後新
たな事態等により説明内
容に変更が生じた場合に
は、適宜見直しが行われ
ていくことが望まれる。 



 

 

 



 

 

 
Ⅲ 情報開示等 

意見 再意見 考え方 
   
 意見 32 ＮＴＴ東日本・西日本の情報開示が不十分。   再意見 32－１（意見 32同旨）  考え方 32 
   
○ 今回、接続約款案に関して、平成 13年 5月 16 日にＮＴＴ東日本に算定
根拠の説明をお願いしましたが、残念ながらご説明いただけませんでし
た。その後、平成 13年 5月 24 日にＮＴＴ東日本に質問状を提出しました
が、「パブリックコメントが２回行われるとのことなので、そのプロセス
の中で質問いただければ回答する」と言われました。 
ＮＴＴ東西へ質問する機会としてパブリックコメントしか与えられて
いないわけではないと考えます。したがいまして、ＮＴＴ東西の接続会計
及び接続約款に関する質問を接続事業者ができるような情報公開の手続、
または、今回の算定根拠について詳しくＮＴＴ東西から説明を受ける場を
設けていただけるよう強く要望いたします。 
ＮＴＴ東西が平成 12 年 12 月よりダークファイバを開放して以来、光フ
ァイバを用いた高速ネットワーク構築が一挙に促進されることになりま
した。ダークファイバの接続に関しては様々な問題点があったため、弊社
はＮＴＴ東日本に対してファイバの接続に関して平成 13 年 4 月 2 日に意
見申立てを行いました。その問題点も、平成 13年 4月 24 日総務省よりＮ
ＴＴ東日本に対して行われた指導文書の発出によりかなりの部分が改善
されました。さらに、今回の接続約款により、これらがルール化され、Ｎ
ＴＴ東西の光ファイバ設備との接続がＮＴＴ社内と社外の取り扱いで公
正有効競争が確保されるよう期待いたします。 

 （イー・アクセス） 
 
○（１）ヒアリングの実施 

 すべての国民がＩＴのメリットを享受できる社会を実現する上で、 

○ 先日提出しました意見書におきまして、意見募集の際に
算定根拠等について十分な情報開示がなされない事は問
題である旨を述べさせて頂きましたが、現時点でも新たな
情報は全く開示されておりません。再意見募集の際には少
なくとも意見書で要望された事について可能な限り開示
する事を要望します。 
 また、意見書で述べさせて頂きましたヒアリングについ
ても、事前に情報開示を行った上で実施する事を重ねて要
望いたします。 
（ＫＤＤＩ） 
 

○ 今回、ＮＴＴ東西より意見がないため、ＮＴＴ東西に対
する再意見が不可能です。ＮＴＴ東西へ質問する機会とし
て、ＮＴＴ東西の接続会計及び接続約款に関する質問を接
続事業者ができるような情報公開の手続、または、今回の
算定根拠について詳しくＮＴＴ東西から説明を受ける場
（算定根拠の説明会及びパブリックヒアリングなど）を設
けていただけるよう強く要望いたします。 
（イー・アクセス） 
 

○ 賛成いたします。 
 （イー・アクセス） 
 

 ＮＴＴ東日本・西日本
は、今回の補正申請にあ
たって説明会を開催した
ところである。今後とも、
他事業者がＮＴＴ東日
本・西日本の接続料及び
接続条件について妥当性
を判断するために必要な
情報を得る機会を有し、
意見招請時に十分な意見
を述べることができるよ
うに、ＮＴＴ東日本・西
日本が説明会を開催する
等の措置を講じるよう、
総務省において措置する
ことを要望する。 
 

光信号端末回線は非常に有用です。接続料金の水準はユーザへの提供
料金を決定する上で非常に大きな要因になると考えられるため、意見 

 再意見 32－２ 接続会計等により情報公開は十分に行
われている。 

  

書の募集だけではなく、十分な情報開示がなされた後にヒアリングの
実施等で更なる意見聴取や十分な議論を行い、それを踏まえて接続料
金の決定をする必要があると考えます。 

（２）情報開示に関して 
 料金案に関する算定根拠におきましてはこれまで述べてきたとお

 
○ 接続会計については、接続会計規則に則り、職業的に資
格のある会計監査人による証明を得て、詳細な接続会計報
告書及び接続会計処理手順書を公表しているところであ
り、情報公開は十分に行われていると考えております。 

 



 

 

り、不明な点が多くあります。こういった条件の中では十分な精査が
できないため、問題点があったとしても意見書での指摘は不可能です
し、ヒアリングを実施したとしても議論が進展しないと考えられま
す。 
 本来であれば、意見書募集の段階で算定根拠等の必要な情報につい
ては事前に開示され、それを基に意見書でのコメントやヒアリングで
の議論がなされるべきと考えます。 
 今後も様々な機能に関して料金が申請されると思いますが、意見
募集等を行う際には算定根拠等の情報について十分な開示が行われ
る事を要望します。 

 （ＫＤＤＩ） 

 同様に、接続料の算定根拠資料については、企業秘密の
保持、株主の権利保護及び物品納入メーカ等関係者の利益
保護を考慮しつつ、現在の接続ルールの趣旨を尊重し出来
るだけ透明性や信頼性に配意し作成しているものであり、
その算出過程について明確にしているものと考えており
ます。 
 また、説明の場を設けることについては、他事業者様へ
個別にご説明等を行うのではなく、他事業者様からのご質
問等については、意見募集の中で弊社から文書で回答する
ことにより対応させて頂きたいと考えております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

   
 意見 33 情報提供について、閲覧できるようにすることを文言上明

示すべき。 
  再意見 33 情報提供には最大限の対応を行う。  考え方 33 

   
○ 情報の閲覧について 
①記述方法 
  情報の提供に関する規定の第９４条の７についてですが、「閲覧でき
るよう準備を整えます」とあります。本記述ですと、あくまでも準備の
みを行うだけのように捉えられます。よって、「閲覧できるようにしま
す」に修正する必要があると考えます。 
（ＫＤＤＩ） 
 

○ 情報の提供については、他事業者様の御意見等を踏ま
え、具体的な項目の開示に向け取り組んでいるところです
が、接続約款発効時点では、全ての情報を取得し、該当項
目について情報開示することが困難な場合もあることか
ら、「準備を整える」という当該規定としております。弊
社としても故意に情報開示を遅らせる考えは毛頭なく、最
大限の対応により遅滞なく開示を行っていく所存である
ことから、何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い致しま
す。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 「閲覧出来るよう準備
を整えます」との規定は、
閲覧出来るようにするこ
とを意味しており、早急
に対応される必要があ
る。 
 

   
 意見 34 主配線盤に関して情報閲覧内容に追加して頂きたい。   再意見 34 指摘の開示項目については既に規定し

ている。 
 考え方 34 

   
○ 情報の閲覧について 
②追加が必要な項目 
建物内の状況に関する事項について以下の２点を追加して頂きたい

と考えます。 
･未利用の主配線盤の位置（電気信号の伝送に係るものと光信号の伝送

○ ご指摘の項目に相当する開示項目については、６月１１
日認可申請を行った接続約款変更案 第１０条の２（事前
照会）第２項第３号にて規定しております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 所要の接続約款の変更
案について別途審議が行
われている。 
 



 

 

に係るものとの別を含む。） 
･主配線盤の全端子数及び未利用の端子の数（電気信号の伝送に係るも
のと光信号の伝送に係るものとの別を含む） 

（ＫＤＤＩ） 
 

   
 意見 35 公開情報の正確性について強く要望。   再意見 35 開示データの正確性と公平性の確保に

鋭意努力する。 
 考え方 35 

   
○ また、平成 13 年 5 月 31 日にホームページに多摩エリアの局間区間情報
が開示されましたが、弊社が平成 13 年 2 月に情報をいただいた時には含
まれなかった区間が４３区間もありました（同じＧＣ局を対象とする）。
これは単なる手続ミスとは考えられない程の量であり、意図的に情報を隠
蔽しているとの疑念を抱かずにはおれません。公開情報の正確性を担保す
るような措置がとられることを強く要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

○ 当初は、すぐに他事業者様にご提供できるデータベース
が整備されていなかったため、御要望に早急にお応えする
目的で、当該エリアの区間情報から直ちに確認できるもの
をまず提供させていただきました。その後、他事業者様に
ご利用いただけるデータベースの構築方法の検討と東日
本全エリアにおける局間光ファイバ設備の詳細調査を実
施し、その結果をとりまとめて、今回、ホームページで開
示しております。 
 このように、当初に提供させていただいた情報は他事業
者様のご要望に即応するため、すぐに確認できるものから
用意させていただいたものであり、意図的に開示情報を制
限してきたものではありません。現在、東京を含み、東日
本全エリア約４千数百区間の情報を開示しておりますが、
今後もご指摘のような開示データの正確性と公平性の確
保につきましては鋭意努力してまいります。 
 なお、当初に提供させていただいた区間でもできる限
り、エリアを網羅するような情報開示に努めており、又、
接続要望事業者様にも確認できる情報から開示する旨を
ご説明差しあげてきたところです。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 ＮＴＴ東日本・西日本
の接続に関する情報開示
については、迅速さと共
に正確さが期されるよ
う、十分配慮される必要
がある。 
 

 



 

 

 
○ その他 

意見 再意見 考え方 
   
 意見 36 ＮＴＴ地域会社が「電柱・管路等の利用申込み及び契約条

件等について」で公表する管路・とう道の使用料金が高額で
あり、他の事業者が競争的な光ファイバの卸役務料金をつけ
ることができない。 

  再意見 36－１（意見 36同旨）  考え方 36 
 
 

   
○ 現在、NTT 地域会社の管路は、同社が公表する「電柱・管路等の利用申
込み及び契約条件等について」にあるとおり、例えば東京 23 区内におい
ては、概ね「4,000～8,000 円／ｍ・条・年」で提供されており、とう道に
おいては更に数倍の使用料金となっております。例として管路使用料の平
均値の 6,000 円の場合において、100 芯のファイバケーブルを敷設したも
のとして、1芯あたりの敷設コストを算出すると、管路使用料だけで 60 円
／ｍ・年（実際はこれにケーブル材料費や工事費用等が加わる）、更に実
際のファイバ稼働率を考慮し 50%と仮定しますと利用ファイバ 1 芯あたり
のコストは 120 円／ｍ・年となり、今般の中継系光ファイバ設備の接続料
「51円／芯・ｍ・年」と比較して、非常に負担の大きいものとなっており
ます。 

 （グローバルアクセス） 
 
○ 今回の光ファイバ設備（特に中継系光ファイバ設備）の接続料の算定に
あたっては、平成 11 年度の実績コストを用いて算出していると公表され
ており、算出の際の費用分計方法および同設備を使用して提供する同社サ
ービスの利用者向け料金との比較において議論の余地を残すものの、その
算定方法の考え方自体は一定の評価ができるものと考えております。一
方、管路等の使用料の算定については、その貸し出し条件が今回の光ファ
イバ設備と同様、設備に空きがある場合に借用を可能とする、空きがない
場合に新たに敷設して提供するということはしないという概ね同条件で
あるにも関わらず、設備の再調達価格を元に算出されており、このことが、
結果としてその使用料を非常に高額なものとしている最大の要因である
と考えております。 

 （グローバルアクセス） 
 
○ 現在、審議が進められております電気通信事業法の改正案では、電気通

○ 意見書の中にＮＴＴの管路を借用して接続事業者がフ
ァイバーを敷設する場合との整合性について触れられて
いる意見がありましたが、現在一般賃貸区間と呼ばれてい
る管路について考えてみますと、それが、減価償却済みの
ものであっても再調達価額での提供となっており、ＮＴＴ
東西殿の料金と競争可能なコストで光ファイバーを自前
で敷設する事が非常に困難です。 
 一方、各家庭に伝送路を敷設するための電柱・管路等に
ついて、ＮＴＴ東西は、公社時代からの資産を継承してい
る一方で、他の新規参入事業者は新たに敷設するか、もし
くは借りるしか手段がありません。しかしながら、土木工
事等を行い新たに敷設するにしてもＮＴＴ東西から再調
達価額で借用するにしてもコスト負担が大きく、公社から
資産を受け継いだ事業者と競争できうるコストでの設備
構築が非常に困難です。 
 こういった弊害を排するために、公社から受け継いだ設
備をはじめとするＮＴＴ東西の管路設備については、第一
マンホール以遠の区間につきましても接続に利用する場
合は指定設備とし、接続事業者が利用しやすい環境を整え
る必要があると考えます。 
（ＫＤＤＩ） 
 

○ 新たにアンバンドル設備が規定され低廉な料金にて提
供されることは望ましいと考えますが、その料金水準によ
っては他のアンバンドル設備の利用を阻害する恐れがあ
ります。例えば、中継伝送機能共用型料金の低廉化により、
高額な中継伝送機能専用型の利用を事実上無意味にする

 接続約款に規定される
べき管路等の提供条件に
ついては、指定電気通信
設備との円滑な接続に資
するものに限定されるこ
とになるところ、それ以
外の管路等については指
定電気通信設備へのアク
セスのためのものとは言
えないことからルールの
対象外になる。 
 局舎から十分に離れた
管路やとう道について
は、今後局外任意区間の
細分化の議論の中で併せ
て検討されていく必要が
ある。 
 なお、接続ルールの対
象外の管路等については
「公益事業者の電柱・管
路等使用に関するガイド
ライン」に則った措置が
進められているところ。 
 



 

 

信事業者が柔軟に他の電気通信事業者等の電気通信設備を調達できるよう
にすることを目的として、新たに「卸電気通信役務」という形態が認めら
れる予定とされており、光ファイバの芯線貸し等の弾力的な提供を可能に
するとの方針が示されております。しかしながら、上記のようなコスト構
造の元、NTT 地域会社の管路を借用して自前の光ファイバ伝送路を敷設す
る事業者にとっては、卸電気通信役務として光ファイバの提供を行おうと
する場合、NTT 地域会社のそれと比較し競争力を持った料金を設定するこ
とは非常に困難な状況になることが想定されます。 

等の事例があります。多様なアクセス手段を提供するとい
う観点からは、料金面においても実質的に様々なアンバン
ドル設備の選択が可能となるよう、バランスをチェックす
べきと考えます。したがって、上記意見にて指摘された管
路使用料についても見直しの検討が行われるべきと考え
ます。 
（ＪＴ） 
 

このことは、即ち、卸電気通信役務分野においても、有効な公正競争を 再意見 36－２ 「義務的区間」以外の管路等にはボト
ルネック性がない。但し料金は他社に比べて
遜色のないものになっている。 

 

促進し更に電気通信事業者のネットワーク構築を容易にするという観点か
らみた場合、これを阻害しかねない要因であると言わざるを得ません。 
（グローバルアクセス） 
 
○ 以上により当社と致しましては、今回の光ファイバ設備の接続約款での
規定およびその料金が低廉化されること自体は、電気通信事業者のより柔
軟なネットワーク構築を可能にするものとして歓迎するところですが、一
方で同様に借用が可能となっております管路等の提供料金が高額であり
かつその算定方法との不整合があると考えられること、更にこのことが卸
電気通信役務における有効な公正競争を阻害するおそれがあるという観
点から、この管路等の提供料金について今回の光ファイバ設備の提供と同
様の考え方および算定方法を早急に採用されることを強く要望致します。 

 （グローバルアクセス） 
 

 
○ 管路等の一般区間（義務的区間以外の区間）においては、
弊社通信用建物内の指定電気通信設備への接続を目的と
したものとは異なり、他の設備保有事業者からの調達や自
前掘削が可能である等、弊社設備以外の他の調達手段があ
ること、また、専用線・ダークファイバ等による回線調達
が可能であり、当該区間について常に弊社設備のみを利用
する必然性はなく、ボトルネック性もないことから、あく
までも民民契約に基く提供が前提であり、平成 13年 4 月
1 日に施行された「公益事業者の電柱・管路等の使用に関
するガイドライン」に基づき、適正な料金により提供して
おります。また、設備の有効活用を目的とするハーフダク
ト方式での提供により、料金の低廉化に努めているところ
であります。 
 ご指摘の数値につきましては、仮定により変動するもの
であり、様々なケースが考えられます。例えば、提示され
ている例におきまして、ハーフダクト方式をご利用になり
ますと、1 芯あたりの管路使用料は半額の 30 円／ｍ・年
となり、更に 200 芯のファイバケーブルを敷設した場合は
15 円／ｍ・年となります。また稼働率についても、各事
業者様の需要予測及び敷設計画等により変動するもので
あり、敷設計画及び敷設方式等によっては十分に低廉な価
格での提供も可能と考えており、ご指摘のような乖離は無
いものと認識しております。 
（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 



 

 

 
○ 当社は、管路等の提供において、義務的区間（当社通信
用建物～工事可能な最も近いマンホール）については、当
社との相互接続に必要不可欠であり、他事業者様が自ら設
置困難な区間であることから、義務として帳簿（正味）価
額をベースとした料金による提供を行っております。 
 一方、一般区間（義務的区間以外の区間）については、
平成 13 年 4 月 1 日に施行された「公益事業者の電柱・管
路等の使用に関するガイドライン」に基づき、当社も「標
準実施要領」を作成・公表し、線路敷設の円滑化及び迅速
化に資するための対応を行っているところであります。 
一般区間においては、当社通信用建物内の指定電気通信設
備への接続を目的としたものとは異なり、他の設備保有事
業者からの調達や自前掘削が可能である等、当社設備以外
の他の調達手段があること、また、専用線・ダークファイ
バ等による 
回線調達が可能であり、当該区間について常に当社設備の
みを利用する必然性はなく、ボトルネック性もないことか
ら、義務的区間と同様の料金の適用が前提となるものでは
なく、あくまでも民民契約に基く提供が前提であると考え
ております。 
 なお、以下に示すように、一般区間における当社の管路
等の設備使用料は、他社と比べても遜色のない料金となっ
ていると認識しております。 

（参考）ガイドラインに沿った各社の管路等の標準的設備使
用料（公表ベース） 

単位：円／ｍ・条・年 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 
   

   

10,000～16,0002,500～8,000ＫＤＤＩ

4,000～10,0001,500～4,000ＮＴＴ西日本

東京23区

東京23区
以外

2,500～7,500東京電力

8,000～12,5004,000～8,000

一定の条件を満たせば
ハーフダクト料金（左記
の料金額の１／２）の適
用が可能となります

6,000～11,0002,500～3,000
ＮＴＴ東日本

備考とう道管路事業者名

10,000～16,0002,500～8,000ＫＤＤＩ

4,000～10,0001,500～4,000ＮＴＴ西日本

東京23区

東京23区
以外

2,500～7,500東京電力

8,000～12,5004,000～8,000

一定の条件を満たせば
ハーフダクト料金（左記
の料金額の１／２）の適
用が可能となります

6,000～11,0002,500～3,000
ＮＴＴ東日本

備考とう道管路事業者名



 

 

 意見 37 ドライカッパの利用において施設設置負担金の二重取り
とならないよう要望。 

  再意見 37 ドライカッパには施設設置負担金がな
く、二重取りにはならない。 

 考え方 37 

   
○ また、電話加入権をすでに取得しているお客さまが、ＤＳＬでドライカ電話加入権をすでに取得しているお客さまが、ＤＳＬでドライカ電話加入権をすでに取得しているお客さまが、ＤＳＬでドライカ電話加入権をすでに取得しているお客さまが、ＤＳＬでドライカ
ッパを利用する場合は、施設設置負担金相当の接続料（ッパを利用する場合は、施設設置負担金相当の接続料（ッパを利用する場合は、施設設置負担金相当の接続料（ッパを利用する場合は、施設設置負担金相当の接続料（548548548548 円／月）を控円／月）を控円／月）を控円／月）を控
除するなど、接続料が二重取りとならないよう強く要望いたします除するなど、接続料が二重取りとならないよう強く要望いたします除するなど、接続料が二重取りとならないよう強く要望いたします除するなど、接続料が二重取りとならないよう強く要望いたします。 

 （イー・アクセス） 
 

○ ＤＳＬで弊社のドライカッパを利用する場合には、ドラ
イカッパに施設設置負担金がないことから、加入電話から
ドライカッパへの施設設置負担金の充当は行うことがで
きません。 
 したがって、新たに施設設置負担金相当の接続料を支払
って頂く必要があり、接続料の二重取りにはなりません。

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 （再意見において所要
の説明がなされている。） 
 

   
 意見 38 マンホール・マンホール間を含む全区間の光ファイバ設備

のアンバンドルを法律で義務化すべき。 
  再意見 38－１（意見 52同旨）  考え方 38 

   
○ この度の変更案で、規定される光ファイバ提供区間には、必ず NTT 地域
会社の局舎設備を経由する必要があり、提供を受ける際には NTT 地域会社
局舎設備を経由した中継伝送路と端末系伝送路、NTT 地域会社局内伝送路
の３区間のみに制限されており、他の区間（例えば、マンホールマンホールマンホールマンホール----マンホマンホマンホマンホ
ール間ール間ール間ール間等）または接続個所での開放がなされておらず、他事業者が柔軟に
ネットワーク構築をすることができなくなっております。このままでは、
NTT 地域会社局舎への伝送路を自社（他社から貸与も含む）で確保した事
業者しか光ファイバの提供受けられず、新規参入事業者等のネットワーク
設備を十分に所有していない事業者にとっては、相当な負担を事前に強い
られることとなります。アンバンドル区間を制限することは、事業者市場
参入の機会を規制することになり、真の地域市場の競争促進を制限するこ 

○ ＭＣＩワールドコムの意見に賛同します。 
 マンホール－マンホール間等の、ＮＴＴ東西局舎以外で
の接続においても、ＣＴＦ等におけるコネクタでの接続
か、クロージャ等における融着接続かという接続方法に違
いはありますが、ファイバーを使用するという事について
は大差なく、接続点がＮＴＴ東西局内である必要はないと
考えられます。また、故障時の運用につきましても本意見
でも述べられているとおり、管路賃貸のように既に早急な
復旧作業を実施する事は可能であると考えます。 
（ＫＤＤＩ） 
 

 伝送路設備の更なるア
ンバンドルについては、
当審議会において別途
「電気通信事業法の一部
を改正する法律（平成９
年法律第９７号）附則第
１５条を踏まえた接続ル
ールの見直しについて」
の審議において取り扱わ
れている。 

とになるため、全区間（特にマンホールマンホールマンホールマンホール----マンホール間を含む）マンホール間を含む）マンホール間を含む）マンホール間を含む）の光ファイ
バ設備のアンバンドルを法律で義務化すべきと考えます。また、局外任意 

 再意見 38－２ マンホール等での接続には課題が多
い。 

  

区間の光ファイバ設備の保守や責任分界の問題については、NTT 地域会社
が光ファイバ設備の故障検知をする必要があるという視点から離れ、設備
借用事業者がその責任にて顧客へのサービス提供を保証し、故障検知する
ことを可能にすれば相当部分が解決できると考えます。現在、NTT 地域会
社が管路スペースの他事業者への提供の際には、管路設備の借用事業者が
管路故障等の検知し、早急な復旧作業ができる体制が存在しております。
光ファイバ設備は、借用事業者が回線障害を検知することは管路設備より
も容易であるため、検知後、NTT 地域会社へ通知し、責任分界を明確にし、

 
○ 更なるアンバンドルの扱いについては、接続ルールの見
直しの中で検討されるべき問題でありますが、弊社の考え
方は以下のとおりです。 
 弊社の光ファイバ設備との接続に関して、任意区間を他
事業者様に提供することは技術的に可能であれば対応す
る考えです。しかしながら、マンホール、管路、電柱、Ｒ
Ｔ内等において接続する場合には、スペース等が限られる

 



 

 

早急な復旧作業を実施することは同様に可能と考えます。 
 （ＭＣＩワールドコム） 
 

ことや、接続するためにクロージャやコネクタの開発が必
要となることが想定され、任意区間、任意の箇所で接続を
担保することには技術的な課題が多く現実的には困難で
あります。また、提供形態によっては、運用面（故障切り
分けや支障移転）や管理面（途中区間のみの管理は現状で
きていない）においても現状のシステムを含めた運用方法
を変更する必要があります。従って、今後、他事業者様の
具体的な要望を明確にしていただいた上で、個別具体的に
接続条件等について検討していく考えです。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 
○ 更なるアンバンドルの扱いについては、接続ルールの見
直しの中で検討されるべき問題でありますが、弊社の考え
方は以下のとおりです。 
 現行提供している光ファイバ設備のアンバンドルにお
いても弊社が故障を検知するのではなく、他事業者様に故
障検知していただき弊社へ申告いただくようにしている
ところです。 申告に基づき、提供区間（ＦＴＭ～ＦＴＭ
間等）において測定した結果、弊社の光ファイバ設備の故
障であることが特定できると、当該区間（ＦＴＭ～ＦＴＭ
間等）において故障芯線を予備芯線に切り替えます。その
後、故障箇所については調査／修理を行います。 
 局外任意区間についても基本的に対処方法は同じであ
ると考えますが、 
 ①接続形態によっては、弊社だけでなく他事業者様にお
いても、光伝送区間の一部である弊社提供区間が故障であ
ることを特定することが技術的に困難である。 
 ②提供区間において切り分け作業や心線切替え作業を
実施するためには、マンホール内等においてクロージャの
開閉作業が伴うことから、故障修理のための準備（道路使
用許可、交通整理員の手配等）や当該作業（クロージャの
開閉、切り分け、心線切替え）に多大な時間を要すること
から、他事業者様のご利用方法によってはサービス回復ま
での時間が相当に長期化する可能性がある。 
等の課題があると考えられるため、具体的な要望をもとに
十分な検討が必要であると考えます。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 



 

 

 
   
 意見 39 ＮＴＴ地域会社の光ファイバ設備はボトルネック性を十

分に持っており、ＬＲＩＣを用いるべき。 
  再意見 39 加入者光ファイバは将来原価方式によ

り十分低廉化が図られている。 
 考え方 39 

   
○ （前略） 
一方、旧郵政省の調査によれば、NTT 地域会社の光ファイバ設備の敷設状
況は、平成 11 年度の光ファイバの占有率は、全国的には８５％となって
おり、既に NTT 地域会社が広範囲な地域をカバーしている光ファイバ設備
を所持しております。この現状に鑑れば、光ファイバ設備は地域通信市場
でボトルネック性を十分に持っており、光ファイバ設備を利用したサービ
ス提供をする際には、その市場価格を左右できる市場支配力も持っている
と考えます。このように、既に NTT 地域会社が市場支配力を持ち、ボトル
ネック性のある設備の他事業者への提供に用いられる接続料金算定につ
いては、算定方法が明確で、市場独占事業者の非効率が含まれる可能性が
少ない、欧米で導入されている、LRIC を用いるべきであると考えます。 
 （ＭＣＩワールドコム） 
 

○ 加入者光ファイバについては、効率化が反映された将来
原価方式による料金算定を行っており、接続料の十分な低
廉化が図られているものと認識しております。 
 また、ＬＲＩＣについては、現在、総務省の長期増分費
用モデル研究会において検討がなされているものと認識
しております。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 光ファイバ設備につい
て長期増分費用方式を導
入することについては、
電気通信審議会答申「接
続ルールの見直しについ
て」（平成１２年１２月２
１日）において、「光ファ
イバ設備が今後設備投資
されていくという点に鑑
み、光ファイバ設備に対
する相当期間の需要動向
が十分見込める状況にな
って、かつ、事業者の新
規投資へのインセンティ
ブを失わせないことに留
意してその適用の是非等
を判断していくことが望
ましい。」とされている。 
 

   
 意見 40 工事への立会いについて、ＮＴＴコミュニケーションズビ

ル等での扱いを明確にして欲しい。 
  最意見 40 ＮＴＴコミュニケーションズビルでも

立会い等のコロケーションルールは同様
に運用する方向で調整している。 

 考え方 40 

   
○ 現在、ダークファイバの接続では、中継回線は危険工程に該当する、端
末回線は危険工程に該当しないとなっておりますが、ＮＴＴコミュニケー
ションズビルやＮＴＴドコモビルでの扱いが不明確となっておりますの
で、危険工程の明確化をお願いいたします。 
 危険工程に該当しない場合は立会いが不要と理解しております。 
 また、ＮＴＴ東西のＣＴＦやＰＤ盤に接続する工事を行うのに、ＮＴＴ
コミュニケーションズやＮＴＴドコモからＮＴＴ東西の約款を準用した

○ 光端末回線をユーザビルの屋内側から成端する場合に
おいては、ＰＴ盤（引込み用端子盤）にてＮＷ側との分界
が確保されていることから、基本的にはご指摘のとおり、
工事実施において弊社の立会いは不要としておりますが、
ユーザビル内等の作業となるため、必ずユーザービルオー
ナ等の指示を確認し、それに従う必要があると考えます。 
 一方、弊社ビル内において、弊社ビル側から光回線設備

 ＮＴＴコミュニケーシ
ョンズのビルにおいて
も、指定電気通信設備と
の接続に関しては通常と
同様のコロケーションル
ールが基本的に適用され
ることが望まれる。 



 

 

「立会い費」を請求されることはないと理解しております。 
 （イー・アクセス） 
 

と接続する場合は、弊社及び他事業者様ご利用の光回線設
備を混在して収容（終端）する光主配線盤での作業となる
ため、セキュリティ確保の観点から、接続約款９５条の３
第１項２号に規定する危険工程に該当し、中継光回線・加
入者光回線とも立会いが必要となります。 
 また、ＮＴＴコミュニケーションズビルにおいて、弊社
の指定電気通信設備との接続を行うために必要不可欠な
設備の設置を要望される場合については、ＮＴＴコミュニ
ケーションズの了解を得て、弊社の通信用建物において適
用しているコロケーションルールと同様の運用を実施し
ているところであり、他事業者様の工事実施の際の立会い
条件についても弊社の通信用建物における条件に準じた
運用を行う方向で調整を行っているところです。その場合
においては弊社が立会いを行うこととなるため、立会い費
についても弊社から請求いたします。 
 しかしながら、接続約款９５条の３第１項に規定する立
会い条件以外に、セキュリティを確保する等の観点から、
ＮＴＴコミュニケーションズから個別の条件を指定され
た場合にはそのセキュリティレベルに合わせた運用に従
う必要があります。 
 なお、ＮＴＴドコモビル等においても、最終的にはビル
オーナの判断により、運用を行うこととなります。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

 今後基本的な検討が望
まれる。 

   
 意見 41 「Ｂフレッツ」の本格サービス以前に、ＧＣ局での接続に

ついて接続料を設定いただきたい。 
  再意見 41 「Ｂフレッツ」に関しては、シェアド

アクセス方式について接続料等を認可申
請している。 

 考え方 41 

   
○「接続ルールの見直しについて」答申案（平成「接続ルールの見直しについて」答申案（平成「接続ルールの見直しについて」答申案（平成「接続ルールの見直しについて」答申案（平成 13131313 年年年年 5555 月月月月 18181818 日）にも「指日）にも「指日）にも「指日）にも「指
定電気通信設備を設置する事業者においては、自社のサービス開始より前定電気通信設備を設置する事業者においては、自社のサービス開始より前定電気通信設備を設置する事業者においては、自社のサービス開始より前定電気通信設備を設置する事業者においては、自社のサービス開始より前
に、或いは少なくともほぼ同時期に接続条件の設定を行うよう努めるべきに、或いは少なくともほぼ同時期に接続条件の設定を行うよう努めるべきに、或いは少なくともほぼ同時期に接続条件の設定を行うよう努めるべきに、或いは少なくともほぼ同時期に接続条件の設定を行うよう努めるべき
である」とのである」とのである」とのである」との提言がございますので、ＮＴＴ東西の「Ｂフレッツ」の本格提言がございますので、ＮＴＴ東西の「Ｂフレッツ」の本格提言がございますので、ＮＴＴ東西の「Ｂフレッツ」の本格提言がございますので、ＮＴＴ東西の「Ｂフレッツ」の本格
サービス以前に、ＧＣ局での接続について接続約款で接続料を設定いただサービス以前に、ＧＣ局での接続について接続約款で接続料を設定いただサービス以前に、ＧＣ局での接続について接続約款で接続料を設定いただサービス以前に、ＧＣ局での接続について接続約款で接続料を設定いただ
けるよう強く要望いたしますけるよう強く要望いたしますけるよう強く要望いたしますけるよう強く要望いたします。 

 （イー・アクセス） 

○ 弊社は、「接続ルールの見直しについて」答申案（平成
１３年５月１８日）を受け、現在試験提供中の「光・ＩＰ
通信網サービス（仮称）」の本格提供に先立ち、加入者光
ファイバをシェアリングして使用する最大１０Ｍｂ/ｓの
シェアドアクセス方式を利用する光アクセスラインの収
容局接続メニューを電気通信事業者向けに提供すること
とし、平成１３年６月１１日にその接続料金等の提供条件

 Ｂフレッツサービスの
提供に用いられる収容局
設備としては、シェアド
アクセスに用いるＯＬＴ
の他にメディアコンバー
タがあり、これについて
も接続の要望も出されて



 

 

 について認可申請を行っております。 
 ベーシックタイプ、マンションタイプに用いるメディア
コンバータ方式については、①既にアンバンドル提供して
いる光ファイバと市販装置であるメディアコンバータお
よびＳＷＨＵＢを組み合わせて、現在でも他事業者様にて
容易にサービス提供が可能であり、サービス提供の同等性
が確保されていること、また②メディアコンバータおよび
ＳＷＨＵＢは技術革新の激しい分野の機器であり、他事業
者様の継続利用が受けられない場合の設備リスクを弊社
のみが負うこととなることから、あらかじめ接続約款に収
容局接続メニューを設定する考えはありません。 
 仮に、ダークファイバとメディアコンバータをセットで
接続を要望される場合には、メディアコンバータについて
は、設備リスクを回避する提供条件（最低利用期間の設定
等）を設定する考えです。 

 （ＮＴＴ東日本・西日本） 
 

おり、その接続料等が設
定される必要がある。 
 

 


